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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末用充電システムであって、
　電池と、
　入力された交流を整流して第１脈動波形の饅頭形波電圧を出力する第１整流ユニットと
、
　制御信号に基づいて前記第１脈動波形の饅頭形波電圧を変調させるスイッチユニットと
、
　変調された前記第１脈動波形の饅頭形波電圧に基づいて第２脈動波形の饅頭形波電圧を
出力する変圧器と、
　前記第２脈動波形の饅頭形波電圧を整流して第３脈動波形の饅頭形波電圧を出力する第
２整流ユニットと、
　前記第２整流ユニットに接続された第１充電インタフェースと、
　前記スイッチユニットに接続され、前記スイッチユニットに前記制御信号を出力し、前
記制御信号のデューティ比を調節する制御ユニットと、
　電池電圧収集ユニットと、
　を含み、
　前記第３脈動波形の饅頭形波電圧を出力して前記電池を充電するプロセスにおいて、前
記制御ユニットは、前記制御信号のデューティ比を調節することで前記第３脈動波形の饅
頭形波電圧トラフの持続時間を低減し、
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　前記電池電圧収集ユニットが、前記電池の電圧ピーク値を収集することを特徴とする端
末用充電システム。
【請求項２】
　端末の電池充電用電源アダプタであって、
　入力された交流を整流して第１脈動波形の饅頭形波電圧を出力する第１整流ユニットと
、
　制御信号に基づいて前記第１脈動波形の饅頭形波電圧を変調させるスイッチユニットと
、
　変調された前記第１脈動波形の饅頭形波電圧に基づいて第２脈動波形の饅頭形波電圧を
出力する変圧器と、
　前記第２脈動波形の饅頭形波電圧を整流して第３脈動波形の饅頭形波電圧を出力する第
２整流ユニットと、
　前記スイッチユニットに接続され、前記スイッチユニットに前記制御信号を出力し、前
記制御信号のデューティ比を調節して、前記電源アダプタが前記第３脈動波形の饅頭形波
電圧を出力することにより前記電池を充電する過程で、前記制御信号のデューティ比を調
節することにより、前記第３脈動波形の饅頭形波電圧トラフの持続時間を低減し、前記端
末内の電池電圧収集ユニットが前記電池の電圧ピーク値を収集するように制御する制御ユ
ニットと、を含むことを特徴とする電源アダプタ。
【請求項３】
　前記第２整流ユニットに接続される第１充電インタフェースをさらに含み、前記第１充
電インタフェースが端末の第２充電インタフェースに接続される場合に、前記第２充電イ
ンタフェースが、前記第３脈動波形の饅頭形波電圧を前記端末の電池に印加し、
　前記第２充電インタフェースは、前記電池に接続されることを特徴とする請求項２に記
載の電源アダプタ。
【請求項４】
　前記第１充電インタフェースは、
　前記電池を充電する電源線と、
　前記端末と通信するデータ線と、を含むことを特徴とする請求項３に記載の電源アダプ
タ。
【請求項５】
　前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と通信することで
充電モードを決定し、
　前記充電モードは、第１充電モードと第２充電モードとを含むことを特徴とする請求項
４に記載の電源アダプタ。
【請求項６】
　前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方
向通信し、前記第１充電モードで前記端末を充電すると決定された場合、
　前記制御ユニットは、前記端末に第１指令を送信し、前記第１指令は前記端末が前記第
１充電モードを起動するか否かを問い合わせるために使用され、
　前記制御ユニットは、前記端末から前記第１指令の返信指令を受信し、前記第１指令の
返信指令は前記端末が前記第１充電モードの起動を同意するように指示するために使用さ
れることを特徴とする請求項５に記載の電源アダプタ。
【請求項７】
　前記制御ユニットは、前記端末に前記第１指令を送信する前に、前記電源アダプタと前
記端末との間に前記第２充電モードで充電し、
　前記制御ユニットにより前記第２充電モードの充電時間が所定の閾値より大きいと判定
された後、前記端末に前記第１指令を送信することを特徴とする請求項６に記載の電源ア
ダプタ。
【請求項８】
　前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制御することで、充電電流を前記第１充
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電モードに対応する充電電流に調整するように前記電源アダプタを制御し、前記電源アダ
プタにより前記第１充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、
　前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方
向通信することで、前記第１充電モードに対応する充電電圧を決定し、充電電圧を前記第
１充電モードに対応する充電電圧に調整するように前記電源アダプタを制御することを特
徴とする請求項６に記載の電源アダプタ。
【請求項９】
　前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記第
１充電モードに対応する充電電圧を決定された場合、
　前記制御ユニットは、前記端末に第２指令を送信し、前記第２指令は、前記電源アダプ
タの現在の出力電圧が前記第１充電モードの充電電圧として適切であるか否かを問い合わ
せるために使用され、
　前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記第２指令の返信指令を受信し、前記
第２指令の返信指令は、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切か、高いか又は低いか
を指示するために使用され、
　前記制御ユニットは、前記第２指令の返信指令に基づいて、前記第１充電モードの充電
電圧を決定することを特徴とする請求項８に記載の電源アダプタ。
【請求項１０】
　前記制御ユニットは、充電電流を前記第１充電モードに対応する充電電流に調整するよ
うに前記電源アダプタを制御する前に、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して
前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電流を決定することを
特徴とする請求項８に記載の電源アダプタ。
【請求項１１】
　前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方
向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電流を決定する場合、
　前記制御ユニットは、前記端末に第３指令を送信し、前記第３指令は、前記端末の現在
サポートする最大充電電流を問い合わせるために使用され、
　前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記第３指令の返信指令を受信し、前記
第３指令の返信指令は、前記端末の現在サポートする最大充電電流を指示するために使用
され、
　前記制御ユニットは、前記第３指令の返信指令に基づいて、前記第１充電モードの充電
電流を決定することを特徴とする請求項１０に記載の電源アダプタ。
【請求項１２】
　前記制御ユニットは、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末を充電するプ
ロセスにおいて、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信
を行い、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタから電池に出力される
充電電流を断続的に調整することを特徴とする請求項６に記載の電源アダプタ。
【請求項１３】
　前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方
向通信して前記スイッチユニットを制御することにより、前記電源アダプタから電池に出
力される充電電流を断続的に調整する場合、
　前記制御ユニットは、前記端末に前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる第４指
令を送信し、
　前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記端末内の電池の現在の電圧を指示す
る前記第４指令の返信指令を受信し、
　前記制御ユニットは、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御
することにより前記充電電流を調整することを特徴とする請求項１２に記載の電源アダプ
タ。
【請求項１４】
　前記制御ユニットは、前記電池の現在の電圧、及び所定の電池電圧値と充電電流値との
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対応関係に基づいて、前記スイッチユニットを制御することにより、前記電源アダプタか
ら電池に出力される充電電流を、前記電池の現在の電圧に対応する充電電流値に調整する
ことを特徴とする請求項１２に記載の電源アダプタ。
【請求項１５】
　前記制御ユニットは、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末を充電するプ
ロセスにおいて、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信
して前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生
したか否かを判定し、
　前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生し
たと判定される場合、前記制御ユニットは、前記第１充電モードを終了するように前記電
源アダプタを制御することを特徴とする請求項１２に記載の電源アダプタ。
【請求項１６】
　前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの
間に接触不良が発生したと判定される前に、前記端末から前記端末の通路抵抗を指示する
ための情報を受信し、
　前記制御ユニットは、前記端末に前記端末内の電池の電圧を問い合わせる第４指令を送
信し、
　前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記端末内の電池の電圧を指示する前記
第４指令の返信指令を受信し、
　前記制御ユニットは、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧とに基づいて、前
記電源アダプタから前記電池までの通路抵抗を決定し、
　前記制御ユニットは、前記電源アダプタから前記電池までの通路抵抗と、前記端末まで
の通路抵抗と、前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の通路抵抗とに基づいて
、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生し
たか否かを判定することを特徴とする請求項１５に記載の電源アダプタ。
【請求項１７】
　前記制御ユニットは、前記電源アダプタが前記第１充電モードを終了する前に、前記端
末に前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間の接触不良を指示
する第５指令を送信することを特徴とする請求項１６に記載の電源アダプタ。
【請求項１８】
　端末用充電方法であって、
　電源アダプタの第１充電インタフェースが前記端末の第２充電インタフェースに接続さ
れた場合、入力された交流を一次整流して第１脈動波形の饅頭形波電圧を出力するステッ
プと、
　スイッチユニットを制御して前記第１脈動波形の饅頭形波電圧を変調させ、変圧器の変
換により第２脈動波形の饅頭形波電圧を出力するステップと、
　前記第２脈動波形の饅頭形波電圧を二次整流して第３脈動波形の饅頭形波電圧を出力し
、前記第２充電インタフェースにより前記第３脈動波形の饅頭形波電圧を前記端末の電池
に印加するステップと、
　前記スイッチユニットに出力される制御信号のデューティ比を調節して、前記電源アダ
プタが前記第３脈動波形の饅頭形波電圧を出力することにより前記電池を充電する過程に
おいて、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記第３脈動波形の饅頭形
波電圧トラフの持続時間を低減し、前記端末が前記電池の電圧ピーク値を収集するステッ
プと、を含むことを特徴とする端末用充電方法。
【請求項１９】
　前記第１充電インタフェースを介して前記端末と通信して充電モードを決定し、
　前記充電モードが第１充電モードであると決定された場合、前記端末の状態情報に基づ
いて前記第１充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得し、前記第１充電
モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて、前記制御信号のデューティ比
を調節し、
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　前記充電モードは、第１充電モードと第２充電モードとを含むことを特徴とする請求項
１８に記載の端末用充電方法。
【請求項２０】
　前記電源アダプタは、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信して
前記第１充電モードで前記端末を充電すると決定された場合、
　前記電源アダプタは、前記端末に、前記端末が前記第１充電モードを起動するか否かを
問い合わせる第１指令を送信し、
　前記電源アダプタは、前記第１充電モードを起動することを前記端末に指示する前記第
１指令の返信指令を前記端末から受信することを特徴とする請求項１９に記載の端末用充
電方法。
【請求項２１】
　前記電源アダプタが前記端末に前記第１指令を送信する前に、前記電源アダプタと前記
端末との間に前記第２充電モードで充電し、前記第２充電モードの充電時間が所定の閾値
より大きいと判定された後、前記電源アダプタは前記端末に前記第１指令を送信すること
を特徴とする請求項２０に記載の端末用充電方法。
【請求項２２】
　前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタが充電電流を前記第１充電モ
ードに対応する充電電流に調整するように前記電源アダプタを制御し、
　前記電源アダプタは前記第１充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に
、
　前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モー
ドに対応する充電電圧を決定し、前記電源アダプタが充電電圧を前記第１充電モードに対
応する充電電圧に調整するように制御することを特徴とする請求項２０に記載の端末用充
電方法。
【請求項２３】
　前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モー
ドに対応する充電電圧を決定したステップは、
　前記電源アダプタが前記端末に、前記電源アダプタの現在の出力電圧が前記第１充電モ
ードの充電電圧として適切であるか否かを問い合わせる第２指令を送信するステップと、
　前記電源アダプタが、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切か、高いか又は低いか
を指示するために、前記端末から送信された前記第２指令の返信指令を受信するステップ
と、
　前記電源アダプタが、前記第２指令の返信指令に基づいて、前記第１充電モードの充電
電圧を決定するステップと、を含むことを特徴とする請求項２２に記載の端末用充電方法
。
【請求項２４】
　前記電源アダプタが、充電電流を前記第１充電モードに対応する充電電流に調整するよ
うに制御する前に、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、
前記第１充電モードに対応する充電電流を決定することを特徴とする請求項２２に記載の
端末用充電方法。
【請求項２５】
　前記端末は第２充電モードと第１充電モードとをサポートし、
　前記第１充電モードの充電電流は、前記第２充電モードの充電電流より大きく、
　前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信して
前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末を充電すると決定し、
　前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応する充電電流に基づいて出力し、前記
端末内の電池を充電することを特徴とする請求項１８に記載の端末用充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(6) JP 6546295 B2 2019.7.17

10

20

30

40

50

　本発明は端末装置の技術分野に関し、特に端末用充電システム、端末用充電方法及び電
源アダプタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯端末（例えば、スマートフォン）は、益々多くの消費者に好まれているが、
携帯端末は、多くの電力を消費し、頻繁に充電する必要がある。
【０００３】
　通常、携帯端末は電源アダプタにより充電される。一般的に、電源アダプタは、一次整
流回路、一次フィルタ回路、変圧器、二次整流回路、二次フィルタ回路、及び制御回路等
を含み、電源アダプタは、入力された２２０∨の交流を、携帯端末のニーズに適合した安
定した低電圧の直流（例えば、５∨）に変換し、携帯端末の充電を実現するための電源管
理装置と電池を提供する。
【０００４】
　しかしながら、電源アダプタの電力が大きくなるにつれて、例えば、５Ｗから１０Ｗ、
１５Ｗ、２５Ｗ等、より大電力へアップグレードするにつれ、高電力を耐え、かつ精度よ
く制御できる多くの電子部品への適応が必要となり、電源アダプタの体積が増加するだけ
ではなく、アダプタの製造コストや製造難度を増加させることとなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本出願は、発明者による以下の問題についての認識及び研究に基づいて作られたもので
ある。
【０００６】
　発明者は、研究の際、電源アダプタの電力が多くなるにつれ、電源アダプタは携帯端末
の電池を充電する際に、電池の分極抵抗が容易に大きくなり、電池の温度の上昇が大きく
なりやすいため、電池の使用寿命が減少し、電池の信頼性と安全性とに影響を及ぼすこと
を見出した。
【０００７】
　また、通常、交流電源を使用する場合、ほとんどの機器では交流で直接作動することが
できない。これは、交流電流、例えば、５０Ｈｚの２２０∨の電源が間欠的に電気エネル
ギーを出力するからであり、「間欠」しないように、電解コンデンサを利用してエネルギ
ーを蓄積する必要がある。このように、給電がトラフにある場合に、給電を持続すること
で、電解コンデンサのエネルギー貯蔵による安定した電気エネルギー供給を維持する。よ
って、交流電源は、電源アダプタにより携帯端末に充電する場合、まず、交流電源により
提供された交流、例えば、２２０∨の交流を安定して直流に変換して携帯端末に供給する
。しかし、電源アダプタは、携帯端末の電池を充電するために間接的に携帯端末に給電し
、給電の持続性は電池により保証されるので、電源アダプタは、電池を充電する際に、安
定して直流を連続的に出力する必要はない。
【０００８】
　なお、関連技術における低電圧大電流のＶＯＯＣ充電方式に基づいて携帯端末を充電す
る場合、アダプタ端は直接電池に接続され、アダプタから出力電圧及び電流を調節するた
め、アダプタが電池端の電圧などの情報を知る必要があり、取得される電池の電圧情報に
より目標電圧に達するか否かを判断し、目標電圧に達すると、出力電流を低減し始める。
電池の電圧などの情報は、一般的には、ＡＤＣサンプリングにより得られ、サンプリング
により得られる電圧は、瞬時電圧値に属し、このサンプリング方式により収集される電圧
値は、直流充電プロセスにおいては実行可能であるが、パルス充電においては問題がある
。入力される電流がパルス状であり、電池の内部抵抗により、電池の電圧も、パルス電流
波形の変動により変動するため、電池の電圧には、ピークとトラフが現れ、電池が過電圧
にならないように保証ためには、電池のピーク電圧が過電圧にならないことを確認する必
要がある。しかし、上記方式では、瞬時電圧値がサンプリングされるため、トラフ電圧が
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サンプリングされると、システムのタイムリーな調整に影響を与える。
【０００９】
　そのため、本発明の一つ目の目的は、電源アダプタから出力された脈動波形の電圧を、
直接端末の電池に印加することで、電源アダプタの小型化や、低コスト化を実現し、電池
の使用寿命を向上させ、電源アダプタが電池にパルス充電するプロセスにおいて、出力脈
動波形の電圧トラフの持続時間を低減することにより、電池の電圧ピーク値の収集を便利
にし、電源アダプタが充電状態を適時に調整し、システムの安全性と信頼性を保証するこ
とのできる端末用充電システムを提供することである。
【００１０】
　本発明の２つ目の目的は、電源アダプタを提供することである。本発明の３つ目の目的
は、端末用充電方法を提供するとこである。
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の第１態様の実施例は、端末用充電システムを提供
する。前記端末用充電システムは、電源アダプタと端末とを含み、前記電源アダプタは、
入力された交流を整流して第１脈動波形の電圧を出力する第１整流ユニットと、制御信号
に基づいて前記第１脈動波形の電圧を変調させるスイッチユニットと、変調された前記第
１脈動波形の電圧に基づいて第２脈動波形の電圧を出力する変圧器と、前記第２脈動波形
の電圧を整流して第３脈動波形の電圧を出力する第２整流ユニットと、前記第２整流ユニ
ットに接続されている第１充電インタフェースと、前記スイッチユニットに接続され、前
記スイッチユニットに前記制御信号を出力し、前記制御信号のデューティ比を調節して、
前記第３脈動波形の電圧が充電ニーズを満たすよう制御する制御ユニットと、を含み、前
記端末は、第２充電インタフェースと、電池と、電池電圧収集ユニットとを含み、前記第
２充電インタフェースは前記電池に接続され、前記第２充電インタフェースは、前記第２
充電インタフェースが前記第１充電インタフェースに接続される場合に前記第３脈動波形
の電圧を前記電池に印加し、前記電源アダプタが前記第３脈動波形の電圧を出力すること
により前記電池を充電するプロセスにおいて、前記制御ユニットは、前記制御信号のデュ
ーティ比を調節することにより、前記第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減し、前
記電池電圧収集ユニットが前記電池の電圧ピーク値を収集する。
【００１２】
　本発明実施例による端末用充電システムによれば、電源アダプタは、第３脈動波形の電
圧を出力するように制御し、電源アダプタから出力された第３脈動波形の電圧を、端末の
電池に直接印加することで、リップルの出力電圧／電流は直接電池を急速充電する。リッ
プルの出力電圧／電流の大きさは定期的に変換し、従来の定電圧定電流と比較して、リチ
ウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの
接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及
び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電
する時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプタから出力された電圧は脈動波形
の電圧であるから、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプター
を簡略化して小型化させることができるだけではなく、大幅にコストダウンすることもで
きる。また、電源アダプタが電池に対してパルス充電するプロセスにおいて、制御ユニッ
トは、制御信号のデューティ比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持続
時間を低減するため、電圧ピークと電圧トラフとの電圧差を低減し、パルス充電時の電池
電圧の波動値を効果的に減少し、電池電圧収集ユニットが電池の電圧ピーク値の収集を便
利にすることができる。このように、電源アダプタは、電池の電圧ピーク値に基づいて充
電状態を適時に調整し、システムの安全性と信頼性を保証することができる。
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の第２態様の実施例は、電源アダプタを提供する。
前記電源アダプタは、入力された交流を整流して第１脈動波形の電圧を出力する第１整流
ユニットと、制御信号に基づいて前記第１脈動波形の電圧を変調させるスイッチユニット
と、変調された前記第１脈動波形の電圧に基づいて第２脈動波形の電圧を出力する変圧器
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と、前記第２脈動波形の電圧を整流して第３脈動波形の電圧を出力するための第２整流ユ
ニットと、前記第２整流ユニットに接続され、端末の第２充電インタフェースに接続され
る場合に、前記電池に接続される前記第２充電インタフェースから、前記第３脈動波形の
電圧を前記端末の電池に印加する第１充電インタフェースと、前記スイッチユニットに接
続され、前記スイッチユニットに前記制御信号を出力し、前記制御信号のデューティ比を
調節して、前記第３脈動波形の電圧が前記端末の充電ニーズを満たすように制御し、前記
電源アダプタが前記第３脈動波形の電圧を出力して前記電池を充電するプロセスにおいて
、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記第３脈動波形の電圧トラフの
持続時間を低減し、前記端末内の電池電圧収集ユニットが前記電池の電圧ピーク値を収集
するように制御制御ユニットと、を含む。
【００１４】
　本発明の実施例によれば、電源アダプタは、第１充電インタフェースにより第３脈動波
形の電圧を出力し、端末の第２充電インタフェースにより第３脈動波形の電圧を端末の電
池に印加することで、リップルの出力電圧／電流で直接電池を急速充電する。リップルの
出力電圧／電流の大きさは定期的に変換するので、従来の定電圧定電流と比較して、リチ
ウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの
接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、電
池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電する
時の安全性と信頼性を保証することができる。また、電源アダプタから出力される電圧は
脈動波形の電圧であるから、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源ア
ダプタを簡略化して小型化させることができるだけではなく、大幅にコストダウンするこ
ともできる。端末の電池に対してパルス充電するプロセスにおいて、制御ユニットは、制
御信号のデューティ比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低
減するので、電圧ピークと電圧トラフとの電圧差を低減し、パルス充電時の電池電圧の波
動値を効果的に減少し、電池電圧収集ユニットが電池の電圧ピーク値を簡便に収集するこ
とができる。このように、電源アダプタは、電池の電圧ピーク値に基づいて充電状態を適
時に調整し、システムの安全性と信頼性を保証することができる。
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の第３態様の実施例は、端末用充電方法を提供する
。前記端末用充電方法は、電源アダプタの第１充電インタフェースが前記端末の第２充電
インタフェースに接続された場合、入力された交流を一次整流して第１脈動波形の電圧を
出力するステップと、スイッチユニットを制御して前記第１脈動波形の電圧を変調させ、
変圧器の変換により第２脈動波形の電圧を出力するステップと、前記第２脈動波形の電圧
を二次整流して第３脈動波形の電圧を出力し、前記第２充電インタフェースにより前記第
３脈動波形の電圧を前記端末の電池に印加するステップと、前記スイッチユニットに出力
される制御信号のデューティ比を調節して、前記第３脈動波形の電圧が前記端末の充電ニ
ーズを満たし、前記電源アダプタが前記第３脈動波形の電圧を出力することにより前記電
池を充電するプロセスにおいて、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前
記第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減し、前記端末が前記電池の電圧ピーク値を
収集するステップとを含む。
【００１６】
　本発明の実施例による端末用充電方法は、電源アダプタが充電ニーズを満たすために、
第３脈動波形の電圧を出力するように電源アダプタを制御して、電源アダプタから出力さ
れた第３脈動波形の電圧を、端末の電池に直接に印加することにより、リップルの出力電
圧／電流を直接電池に急速充電する。リップルの出力電圧／電流の大きさは定期的に変換
するので、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電
池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少
させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度
を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電する時の安全性と信頼性を保証する。ま
た、電源アダプタから出力される電圧は脈動波形の電圧であるから、電源アダプタに電解
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コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させることができるだ
けではなく、大幅にコストダウンすることもできる。また、端末の電池にパルス充電する
プロセスにおいて、制御ユニットは、制御信号のデューティ比を調節することにより、第
３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減するので、電圧ピークと電圧トラフとの電圧差
を低減し、パルス充電時の電池電圧の波動値を効果的に減少し、電池電圧収集ユニットが
電池の電圧ピーク値を簡便に収集することができる。このように、電源アダプタは、電池
の電圧ピーク値に基づいて充電状態を適時に調整し、システムの安全性と信頼性を保証す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本発明の一実施例による端末用充電システムにフライバックスイッチング電源
を利用したブロック図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施例による端末用充電システムにフォワードスイッチング電源を
利用したブロック図である。
【図１Ｃ】本発明の一実施例による端末用充電システムにプッシュプルスイッチング電源
を利用したブロック図である。
【図１Ｄ】本発明の一実施例による端末用充電システムにハーフブリッジタイプスイッチ
ング電源を利用したブロック図である。
【図１Ｅ】本発明の一実施例による端末用充電システムにフルブリッジタイプスイッチン
グ電源を利用したブロック図である。
【図２】本発明の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図３】本発明の一実施例による電源アダプタが電池に出力した充電電圧波形の概略図で
ある。
【図４】本発明の一実施例による電源アダプタが、電池に出力した充電電流波形の概略図
である。
【図５Ａ】本発明の一実施例によるスイッチユニットに出力した制御信号の概略図である
。
【図５Ｂ】本発明の一実施例による制御信号のデューティ比を調節することで第３脈動波
形の電圧トラフの持続時間を低減する制御信号の対照概略図である。
【図６】本発明の一実施例による急速充電プロセスの概略図である。
【図７Ａ】本発明一実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図７Ｂ】本発明一実施例による電源アダプタにＬＣフィルタ回路を持つのブロック図で
ある。
【図８】本発明の他の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図９】本発明の他の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図１０】本発明の他の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
【図１１】本発明の一実施例によるサンプリングユニットのブロック図である。
【図１２】本発明の他の実施例の端末用充電システムのブロック図である。
【図１３】本発明の一実施例による端末のブロック図である。
【図１４】本発明の他の実施例による端末のブロック図である。
【図１５】本発明の実施例による端末用充電方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を詳細に説明し、実施例を図面に基づいて説明する。図中、同
一または類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。以下、図面を参照して説明
される実施形態は例示的なものであり、本発明を解釈するために用いられ、本発明を限定
するものではない。
【００１９】
　本発明の実施例により提案される端末用充電システム、電源アダプタ及び端末用充電方
法を説明する前に、まず、従来技術における端末などの充電対象機器を充電する電源アダ
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プタ、（以下「関連アダプタ」と称す）について説明する。
【００２０】
　関連アダプタが定電圧モードで作動する場合、その出力電圧は、、５Ｖ、９Ｖ、１２Ｖ
又は２０Ｖのように、略一定に維持される。
【００２１】
　関連アダプタから出力される電圧は、直接電池の両端に印加するのに適しておらず、充
電対象機器（例えば、端末）内の電池の予期された充電電圧及び／又は充電電流を取得す
るために、あらかじめ充電対象機器（例えば、端末）内の変換回路により変換する必要が
ある。
【００２２】
　変換回路は、電池の予期される充電電圧及び／又は充電電流のニーズを満たすために、
関連アダプタの出力電圧を変換するのに用いられる。
【００２３】
　一例として、該変換回路は、充電管理モジュール、例えば、端末における充電ＩＣを指
すことができ、電池の充電プロセスにおいて、電池の充電電圧及び／又は充電電流を管理
するために用いられる。該変換回路は、電池の充電電圧及び／又は充電電流の管理を実現
するために、電圧フィードバックモジュールの機能を有し、及び／又は、電流フィードバ
ックモジュールの機能を有する。
【００２４】
　例えば、電池の充電プロセスは、トリクル充電段階と、定電流充電段階と、定電圧充電
段階のうちの一つ又は複数を含んでもよい。トリクル充電段階において、変換回路は、電
流フィードバックループを利用することにより、トリクル充電段階で電池に流れ込む電流
が電池の予期される充電電流の大きさ（例えば第１充電電流）を満たすようにする。定電
流充電段階において、変換回路は、電流フィードバックループを利用することにより、定
電流充電段階で電池に流れ込む電流の大きさが電池の予期される充電電流の大きさ（例え
ば第１充電電流より大きい第２充電電流）を満たすようにする。定電圧充電段階において
、変換回路は、電圧フィードバックループを利用することにより、定電圧充電段階で電池
両端に印加される電圧の大きさが電池の所予期される充電電圧の大きさを満たすようにす
る。
【００２５】
　一例として、関連アダプタの出力電圧が電池の予期される充電電圧より大きい場合に、
変換回路は、降圧変換後に取得された充電電圧が電池の予期される充電電圧のニーズを満
たすように、関連アダプタの出力電圧に対する降圧変換処理するために用いることができ
る。また、関連アダプタの出力電圧が電池の予期される充電電圧より小さい場合に、変換
回路は、昇圧変換後に取得された充電電圧が電池の予期される充電電圧のニーズを満たす
ように、関連アダプタの出力電圧に対する昇圧変換処理するために用いることができる。
【００２６】
　さらに、別の例として、関連アダプタが５Ｖの定電圧を出力することを例にとると、電
池が単セルを含む（リチウム電池の場合は単セルのカットオフ電圧は、４．２Ｖ）場合に
、変換回路（例えばＢｕｃｋ降圧回路）は、降圧後に取得された充電電圧が単セルの予期
される充電電圧のニーズを満たすように、関連アダプタの出力電圧に対して降圧変換処理
することができる。
【００２７】
　さらに、別の例として、関連アダプタが５Ｖの定電圧を出力することを例にとると、関
連アダプタが２つ以上のセルを直列接続した電池（リチウム電池のセルを例として、単セ
ルのカットオフ電圧は、４．２Ｖ）を充電する場合に、変換回路（例えばＢｏｏｓｔ昇圧
回路）は、昇圧後に取得された充電電圧が複数のセルの予期される充電電圧のニーズを満
たすように、関連アダプタの出力電圧に対して昇圧変換処理することができる。
【００２８】
　変換回路は、回路の変換効率が低いため、変換されない一部の電気エネルギーは熱の形
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で損失し、この一部の熱は、充電対象機器（例えば、端末）の内部に蓄積する。充電対象
機器の設計空間も放熱空間も小さい（例えば、ユーザが使用する携帯端末の物理的なサイ
ズは、ますます薄くなり、同時に携帯端末の性能を向上させるために、携帯端末内に大量
の電子素子が密集配置されている）ことから、変換回路の設計難易度を上げるだけではな
く、充電対象機器（例えば、端末）内に蓄積する熱量の迅速な除去を困難にし、充電対象
機器（例えば、端末）の異常を引き起こす。
【００２９】
　例えば、変換回路に蓄積される熱が変換回路付近の電子素子に熱干渉を生じさせて電子
素子の作動異常を引き起こしたり、変換回路に蓄積された熱が変換回路及び付近の電子素
子の使用寿命を縮めたりするおそれがある。また、変換回路に蓄積された熱が電池に熱干
渉を生じさせて、さらに電池の充放電異常を招くおそれがあり、変換回路に蓄積された熱
によって充電対象機器（例えば、端末）の温度上昇を招き、ユーザの充電時の使用体験に
影響を与えるおそれがある。さらに、変換回路に蓄積された熱によって変換回路自体が短
絡し、関連アダプタの出力電圧が直接電池の両端に印加され、充電異常を引き起こすおそ
れがある。電池が長時間過電圧充電状態になると、電池が爆発する可能性があり、安全上
のリスクがある。
【００３０】
　本発明の実施例が提供する電源アダプタは、電池の状態情報を取得することができる。
電池の状態情報は、少なくとも電池の現在の電力量情報及び／又は電圧情報を含み、該電
源アダプタは、取得された電池の状態情報に基づいて、電源アダプタ自体から出力された
電圧を調整して、電池の予期される充電電圧及び／又は充電電流のニーズを満たす。電源
アダプタ調整後の出力電圧は、直接に電池の両端に印加して電池を充電することができる
。なお、該電源アダプタから出力される圧力は、脈動波形の電圧である。
【００３１】
　該電源アダプタは、電池の充電電圧及び／又は充電電流の管理を実現するために、電圧
フィードバック機能及び／又は電流フィードバック機能を有する。
【００３２】
　取得された電池の状態情報に基づいて、電源アダプターは、電源アダプタ自体から出力
された電圧を調整し、電池の予期される充電電圧及び／又は充電電流を満たすために、電
池の状態情報をリアルタイムに取得し、リアルタイムに取得された電池の状態情報に基づ
いて電源アダプタ自体の出力電圧を調整することとしてもよい。
【００３３】
　該電源アダプタは、リアルタイムに取得された電池の状態情報に基づいて電源アダプタ
自体の出力電圧を調整することができる。これは、電池の予期される充電電圧及び／又は
充電電流のニーズを満たすために、充電プロセスにおいて、電池の充電電圧が絶えず上昇
するにつれて、電源アダプタが充電中の異なる時刻の電池の現在状態情報を取得し、電池
の現在状態情報に基づいて電源アダプタ自体の出力電圧をリアルタイムに調整することが
できる。電源アダプタの調整後の出力電圧は、直接電池の両端に印加して電池を充電する
こととしてもよい。
【００３４】
　例えば、電池の充電プロセスは、トリクル充電段階と、定電流充電段階と、定電圧充電
段階とのうちの一つ又は複数を含むことができる。トリクル充電段階では、電池の予期さ
れる充電電流のニーズを満たすために、電源アダプタは、トリクル充電段階で第１充電電
流を出力して電池を充電することができる（第１充電電流は、脈動波形の電流であっても
よい）。定電流充電段階では、電源アダプタは、電流フィードバックループを利用して、
定電流充電段階で電源アダプタから出力されて電池に流れ込む電流が電池の予期される充
電電流のニーズを満たすことを可能にする（例えば第２充電電流は、同じく脈動波形の電
流であり、該第２充電電流は、第１充電電流より大きくてもよく、定電流充電段階での脈
動波形の電流ピーク値がトリクル充電段階での脈動波形の電流ピーク値より大きくてもよ
い。定電流充電段階の定電流とは、脈動波形の電流ピーク値又は平均値がほぼ変わらない
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ことを指してもよい）。定電圧充電段階では、電源アダプタは、電圧フィードバックルー
プを利用して、定電圧充電段階で電源アダプタから充電対象機器（例えば、端末）に出力
された電圧（即ち、脈動波形の電圧）を一定に維持することができる。
【００３５】
　例えば、本発明の実施例に言及された電源アダプタは、主に充電対象機器（例えば、端
末）内の電池の定電流充電段階を制御するために用いられてもよい。他の実施例において
、充電対象機器内（例えば、端末）の電池のトリクル充電段階及び定電圧充電段階での制
御機能も本発明の実施例に言及された電源アダプタと充電対象機器（例えば、端末）内の
別途の充電チップとにより協同して完成されてもよい。定電流充電段階と比べて、電池は
、トリクル充電段階及び定電圧充電段階で受け入れた充電電力が比較的小さいので、充電
対象機器（例えば、端末）内部の充電チップの変換損失と熱蓄積とは許容できる。なお、
本発明の実施例でいう定電流充電段階又は定電流段階とは、電源アダプタの出力電流を制
御する充電モードを指してもよいし、電源アダプタの出力電流を完全に一定に維持する必
要はない。例えば、電源アダプタから出力された脈動波形の電流ピーク又は平均値がほぼ
変わらないこと、又は一つの時間帯にほぼ変わらないこととしてもよい。例えば、実際に
は、電源アダプタは、通常、定電流充電段階では、多段式定電流方式で充電される。
【００３６】
　多段定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃｈ
ａｒｇｉｎｇ）は、Ｎ個（Ｎは、２以上の整数である）の定電流段階を有してもよい。多
段定電流充電は、所定の充電電流で第一段階の充電を開始し、前記多段定電流充電のＮ個
の定電流段階は、第一段階から第（Ｎ-１）段階まで順次、実行される。定電流段階の前
回の定電流段階が次の定電流段階に移行すると、脈動波形の電流ピーク又は平均値が小さ
くなり、電池電圧がカットオフ電圧の閾値に達すると、定電流段階の前回の定電流段階が
次の定電流段階に移行する。隣接する２つの定電流段階間の電流変換プロセスは、逐次変
化してもよいし、段階的に変化してもよい。
【００３７】
　さらに、本発明の実施例において使用される「端末」は、有線（例えば、公衆交換電話
網（ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ、　ＰＳＴ
Ｎ）、デジタル加入者線（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｌｉｎｅ，ＤＳＬ）
、デジタルケーブル、直接ケーブル及び／又は他のデータ接続/ネットワーク） を介して
接続されること及び／又は（例えば、セルラーネットワーク、無線ローカルエリアネット
ワーク（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ，ＷＬＡＮ）、ＤＶ
Ｂ－Ｈネットワークのようなデジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、ＡＭ－Ｆ
Ｍ放送送信器、及び／又はもう一つの通信端末の）無線インタフェースを介して通信信号
を送信・受信する装置を含むが、これらに限定されない。無線インタフェースを介して通
信するように構成される端末は、「無線通信端末」、「無線端末」及び／又は「携帯端末
」と称されてもよい。携帯端末の例は、衛星又はセルラー電話、セルラー無線電話とデー
タ処理、ファックス及びデータ通信能力を組み合わせるパーソナル通信システム（ＰＣＳ
）端末、無線電話、ポケベル、インターネット／イントラネットアクセス、Ｗｅｂブラウ
ザ、ノートブック、カレンダー及び／又はグローバル・ポジショニング・システム（ＧＰ
Ｓ）受信器を含むＰＤＡ、従来のラップトップ及び／又はバーム受信器又は無線電話トラ
ンシーバーを含む他の電子装置を含むが、これらに限定されない。
　また、本発明の実施例において、電源アダプタから出力された脈動波形の電圧を、端末
の電池に直接印加して電池を充電する際、充電電流は、パルス波、例えば、饅頭形波の形
で表される。なお、充電電流は、間欠的に電池を充電することができ、該充電電流の周期
は、入力交流電流、例えば交流電力網の周波数に従って変化する。例えば、充電電流の周
期に対応する周波数は、電力網の周波数の整数倍又は逆数倍である。また、充電電流が間
欠的に電池を充電する場合に、該充電電流に対応する電流波形は、電力網に同期したパル
ス群により構成されるものであってもよい。
【００３８】
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　以下、図面を参照して本発明の実施例に係る端末用充電システム、電源アダプタ及び、
端末用充電方法について説明する。
【００３９】
　図１Ａないし図１４に示すように、本発明の実施例により提供される端末用充電システ
ムは、電源アダプタ１と端末２とを含む。
【００４０】
　図２に示すように、電源アダプタ１は、第１整流ユニット１０１と、スイッチユニット
１０２と、変圧器１０３と、第２整流ユニット１０４と、第１充電インタフェース１０５
と、サンプリングユニット１０６と制御ユニット１０７とを含む。第１整流ユニット１０
１は、入力された交流（電力、例えば、ＡＣ２２０∨）を整流して第１脈動波形の電圧例
えば、饅頭形波電圧を出力する。図１Ａに示すように、第１整流ユニット１０１は、４つ
のダイオードからなるフルブリッジ整流回路である。スイッチユニット１０２は、制御信
号に基づいて第１脈動波形の電圧を変調させ、スイッチユニット１０２はＭＯＳトランジ
スタからなり、ＭＯＳトランジスタをＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ、パルス幅変調）制御して饅頭形波電圧をチョッピング変調させる。変圧器１０３
は、変調された前記第１脈動波形の電圧に基づいて第２脈動波形の電圧を出力し、第２整
流ユニット１０４は前記第２脈動波形の電圧を整流して第３脈動波形の電圧を出力する。
第２整流ユニット１０４は、ダイオード又はＭＯＳトランジスタで校正してもよいし、二
次同期整流を行い、第３脈動波形を変調した第１脈動波形に同期させることとしてもよい
。具体的には、第３脈動波形の位相と変調された第１脈動波形の位相とを一致させ、第３
脈動波形の振幅と変調された第１脈動波形の振幅変化傾向とを一致させる。第１充電イン
タフェース１０５は第２整流ユニット１０４に接続され、サンプリングユニット１０６は
第２整流ユニット１０４から出力された電圧及び／又は電流をサンプリングして電圧のサ
ンプリング値及び／又は電流のサンプリング値を取得するために用いられる。制御ユニッ
ト１０７は、サンプリングユニット１０６とスイッチユニット１０２とにそれぞれ接続さ
れ、制御ユニット１０７は、制御信号をスイッチユニット１０２に出力し、電圧のサンプ
リング値及び／又は電流のサンプリング値に基づいて制御信号のデューティ比を調節して
、該第２整流ユニット１０４から出力された第３脈動波形の電圧が充電ニーズを満たすよ
うにする。
【００４１】
　図２に示すように、端末２は、第２充電インタフェース２０１と電池２０２とを含み、
第２充電インタフェース２０１は、電池２０２に接続されている。第２充電インタフェー
ス２０１が第１充電インタフェース１０５に接続される場合、第２充電インタフェース２
０１は第３脈動波形の電圧を電池２０２に印加し、電池２０２を充電する。
【００４２】
　また、端末は、電池の電圧を収集する電池電圧収集ユニットを含む。電源アダプタ１が
第３脈動波形の電圧を出力することにより電池を充電するプロセスでは、制御ユニット１
０７は、制御信号のデューティ比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持
続時間を低減し、電池電圧収集ユニットが電池の電圧ピーク値を収集する。電池電圧収集
ユニットは、電力量計を含み、電力量計により電池の電圧を収集することとしてもよい。
【００４３】
　つまり、電源アダプタが第３脈動波形の電圧を出力して電池を充電するプロセスは、パ
ルス充電であるため、電池電圧収集ユニットが毎回電池の電圧ピーク値を正確に収集する
ことを保証できない。パルス充電により電池を充電する場合において、充電電流が停止さ
れる際には、突然０に落ちるわけではなく、徐々に低下し、停止時間が短いほど、電圧の
変化が小さくなる。そのため、本発明の実施例においては、制御ユニット１０７は、制御
信号のデューティ比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減
するので、電圧ピークと電圧トラフとの電圧差を低減し、パルス充電時の電池電圧の波動
値を効果的に減少させ、これにより、電池電圧収集ユニットが電池の電圧ピーク値を簡便
に収集することができ、システムの安全性と信頼性を保証する。例えば、図５Ｂに示すよ
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うに、調節前後のＰＷＭ信号を比較してみると、制御ユニット１０７が制御信号のデュー
ティ比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減する場合に、
ＰＷＭ信号のデューティ比をできるだけ大きくすることができる。これにより、第３脈動
波形の電圧トラフの持続時間を最大限低減することができ、電圧ピークと電圧トラフとの
電圧差を低減し、パルス充電時の電池電圧の波動値を効果的に減少して、電池電圧収集ユ
ニットが電池の電圧ピーク値を簡便に収集することができる。
【００４４】
　本発明の一つの実施例において、図１Ａに示すように、電源アダプタ１はフライバック
スイッチング電源を利用することができる。具体的には、変圧器１０３は、一次巻線と二
次巻線とを含む。一次巻線の一端は第１整流ユニット１０１の第１出力端に接続され、第
１整流ユニット１０１の第２出力端は接地され、一次巻線の他端はスイッチユニット１０
２に接続され（例えば、スイッチユニット１０２はＭＯＳトランジスタである場合には、
一次巻線の他端はＭＯＳトランジスタのドレインに接続される）、変圧器１０３は変調さ
れた第１脈動波形の電圧に基づいて第２脈動波形の電圧を出力する。
【００４５】
　ここで、変圧器１０３は高周波変圧器であり、その作動周波数は５０KＨｚ-２ＭＨｚで
ある。高周波変圧器は変調された第１脈動波形の電圧を二次にカップリングし、二次巻線
から出力する。本発明の実施例において、高周波変圧器を利用するので、高周波変圧器が
低周波変圧器（低周波変圧器または産業用周波数変圧器と呼ばれ、主に電力の周波数、例
えば、５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの交流）と比較して体積が小さいという特徴により、電源ア
ダプタ１の小型化が実現される。
【００４６】
　本発明の一つの実施例によると、例えば図１Ｂに示すように、上記電源アダプタ１はフ
ォワードスイッチング電源をさらに利用することができる。具体的には、変圧器１０３は
、第１巻線と、第２巻線と第３巻線とを含み、第１巻線のドット端子は一つの逆ダイオー
ドを介して第１整流ユニット１０１の第２出力端に接続され、第１巻線の非ドット端子は
第２巻線のドット端子に接続された後第１整流ユニット１０１の第１出力端に接続され、
第２巻線の非ドット端子はスイッチユニット１０２に接続され、第３巻線は第２整流ユニ
ット１０４に接続されている。逆ダイオードは逆ピーククリッピング効果があり、第１巻
線により生じた誘起起電力は逆ダイオードにより逆起電力を振幅制限し、振幅制限エネル
ギーを第１整流ユニットの出力に返還し、第１整流ユニットの出力を充電し、第１巻線を
流れる電流により生じた磁場により、変圧器のコアが消磁され、変圧器コアの磁場強度が
初期状態に戻される。変圧器１０３は、変調された第１脈動波形の電圧に基づいて、第２
脈動波形の電圧を出力するために用いられる。
【００４７】
　本発明の一つの実施例によれば、図１Ｃに示すように、上記電源アダプタ１は、プッシ
ュプルスイッチング電源であってもよい。具体的には、前記変圧器は、第１巻線と、第２
巻線と、第３巻線と第４巻線とを含み、前記第１巻線のドット端子は前記スイッチユニッ
トに接続され、前記第１巻線の非ドット端子は前記第２巻線のドット端子に接続された後
前記第１整流ユニットの第１出力端に接続され、前記第２巻線の非ドット端子は前記スイ
ッチユニットに接続され、前記第３巻線の非ドット端子は前記第４巻線のドット端子に接
続される。前記変圧器は、変調された前記第１脈動波形の電圧に基づいて第２脈動波形の
電圧を出力する。
【００４８】
　図１Ｃに示すように、スイッチユニット１０２は、第１ＭＯＳトランジスタＱ１と第２
ＭＯＳトランジスタＱ２とを含み、変圧器１０３は第１巻線と、第２巻線と、第３巻線と
第４巻線とを含む。第１巻線のドット端子はスイッチユニット１０２における第１ＭＯＳ
トランジスタＱ１のドレインに接続され、第１巻線の非ドット端子は第２巻線のドット端
子に接続される。第１巻線の非ドット端子は第２巻線のドット端子の間のノードは第１整
流ユニット１０１の第１出力端に接続され、第２巻線の非ドット端子はスイッチユニット
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１０２の第２ＭＯＳトランジスタＱ２のドレインに接続され、第１ＭＯＳトランジスタＱ
１のソースは第２ＭＯＳトランジスタＱ２のソースに接続された後第１整流ユニット１０
１の第２出力端に接続され、第３巻線のドット端子は第２整流ユニット１０４の第１入力
端に接続され、第３巻線の非ドット端子は第４巻線のドット端子に接続される。第３巻線
の非ドット端子と第４巻線のドット端子の間のノードが接地し、第４巻線の非ドット端子
は第２整流ユニット１０４の第２入力端に接続されている。
【００４９】
　図１Ｃに示すように、第２整流ユニット１０４の第１入力端は第３巻線のドット端子(d
otted terminal)に接続され、第２整流ユニット１０４の第２入力端は第４巻線の非ドッ
ト端子(non-dotted terminal)に接続される。第２整流ユニット１０４は、前記第２脈動
波形の電圧を整流して第３脈動波形の電圧を出力するためのものである。第２整流ユニッ
ト１０４は、２つのダイオードを含んでいてもよい。一つのダイオードの陽極は第３巻線
のドット端子に接続され、もう一つのダイオードの陽極は第４巻線の非ドット端子に接続
され、２つのダイオードの陰極は接続されている。
【００５０】
　本発明の一つの実施例によれば、図１Ｄに示すように、上記電源アダプタ１は、ハーフ
ブリッジタイプスイッチング電源を利用することとしてもよい。具体的には、スイッチユ
ニット１０２は、第１ＭＯＳトランジスタＱ１と、第２ＭＯＳトランジスタＱ２と第１コ
ンデンサＣ１と、第２コンデンサＣ２とを含む。第１コンデンサＣ１と第２コンデンサＣ
２とを直列連結した後に第１整流ユニット１０１の出力端に並列連結し、第１ＭＯＳトラ
ンジスタＱ１は、第２ＭＯＳトランジスタＱ２と直列連結した後に第１整流ユニット１０
１の出力端に並列連結する。変圧器１０３は、第１巻線と、第２巻線と、第３巻線とを含
み、第１巻線のドット端子は直列連結された第１コンデンサＣ１と第２コンデンサＣ２と
の間のノードに接続され、第１巻線の非ドット端子は直列連結された第１ＭＯＳトランジ
スタＱ１と第２ＭＯＳトランジスタＱ２の間のノードに接続され、第２巻線のドット端子
は第２整流ユニット１０４の第１入力端に接続され、第２巻線の非ドット端子は第３巻線
のドット端子に接続した後に接地し、第３巻線の非ドット端子は第２整流ユニット１０４
の第２入力端に接続されている。変圧器１０３は変調された前記第１脈動波形の電圧に基
づいて第２脈動波形の電圧を出力する。
【００５１】
　本発明の一つの実施例によれば、図１Ｅに示すように、上記電源アダプタ１は、フルブ
リッジ式スイッチング電源を利用することとしてもよい。具体的には、スイッチユニット
１０２は、第１ＭＯＳトランジスタＱ１と、第２ＭＯＳトランジスタＱ２と、第３ＭＯＳ
トランジスタＱ３と、第４ＭＯＳトランジスタＱ４とを含み、第３ＭＯＳトランジスタＱ
３と第４ＭＯＳトランジスタＱ４とが直列連結した後に第１整流ユニット１０１の出力端
に並列連結し、第１ＭＯＳトランジスタＱ１と第２ＭＯＳトランジスタＱ２を直列連結し
た後に第１整流ユニット１０１の出力端に並列連結する。変圧器１０３は、第１巻線と、
第２巻線と、第３巻線とを含み、第１巻線のドット端子は直列連結された第３ＭＯＳトラ
ンジスタＱ３と第４ＭＯＳトランジスタＱ４の間のノードに接続され、第１巻線の非ドッ
ト端子は、直列連結された第１ＭＯＳトランジスタＱ１と第２ＭＯＳトランジスタＱ２の
間のノードに接続され、第２巻線のドット端子は第２整流ユニット１０４の第１入力端に
接続され、第２巻線の非ドット端子は第３巻線のドット端子に接続された後に接地し、第
３巻線の非ドット端子は第２整流ユニット１０４の第２入力端に接続されている。変圧器
１０３は変調された前記第１脈動波形の電圧に基づいて第２脈動波形の電圧を出力する。
【００５２】
　従って、本発明の実施例において、上記電源アダプタ１は、フライバックスイッチング
電源、フォワードスイッチング電源、プッシュプルスイッチング電源、ハーフブリッジタ
イプスイッチング電源、フルブリッジ式スイッチング電源のうちいずれか一つを利用して
、脈動波形の電圧を出力することができる。
【００５３】
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　さらに、図１Ａに示すように、第２整流ユニット１０４は、変圧器１０３の二次巻線に
接続され、第２整流ユニット１０４は、第２脈動波形の電圧を整流して、第３脈動波形の
電圧を出力する。第２整流ユニット１０４は、二次同期整流を実現するためのダイオード
からなり、これにより第３脈動波形と変調された第１脈動波形とを同期させる。なお、第
３脈動波形と変調された第１脈動波形とは同期される。具体的には、第３脈動波形の位相
と変調された第１脈動波形の位相とを一致させ、第３脈動波形の振幅と変調された第１脈
動波形の振幅変化傾向とを一致させる。第１充電インタフェース１０５は第２整流ユニッ
ト１０４に接続されており、サンプリングユニット１０６は、第２整流ユニット１０４か
ら出力された電圧及び／又は電流をサンプリングして電圧のサンプリング値及び／又は電
流のサンプリング値を得ることができる。制御ユニット１０７は、サンプリングユニット
１０６とスイッチユニット１０２とにそれぞれ接続されている。制御ユニット１０７は、
制御信号をスイッチユニット１０２に出力し、電圧のサンプリング値及び／又は電流のサ
ンプリング値に基づいて制御信号のデューティ比を調節し、この第２整流ユニット１０４
から出力された第３脈動波形の電圧が充電ニーズを満たすようにする。
【００５４】
　図１Ａに示すように、端末２は、第２充電インタフェース２０１と電池２０２とを含み
、第２充電インタフェース２０１は、電池２０２に接続される。第２充電インタフェース
２０１が第１充電インタフェース１０５に接続される場合、第２充電インタフェース２０
１は第３脈動波形の電圧を電池２０２に印加して、電池２０２を充電する。
【００５５】
　なお、第３脈動波形の電圧が充電ニーズを満たすとは、第３脈動波形の電圧と電流とが
電池充電を満たす必要がある場合の充電電圧と充電電流を指す。つまり、制御ユニット１
０７は、サンプリングされた電源アダプタから出力された電圧及び／又は電流に基づいて
、制御信号、例えば、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節し、リアルタイムで第２整流ユニ
ット１０４の出力を調整して閉ループ調節制御を実現する。これにより、第３脈動波形の
電圧は端末２の充電ニーズを満たし、電池２０２が安全で信頼的に充電することが保証さ
れる。具体的には、図３に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により電池２０２に出
力した充電電圧波形を調整し、図４に示すように、ＰＷＭ信号のデューティ比により電池
２０２に出力した充電電流波形を調整する。
【００５６】
　ＰＷＭ信号のデューティ比を調節する場合、電圧のサンプリング値や、電流のサンプリ
ング値、又は電圧のサンプリング値及び電流のサンプリング値に基づいて調節指令を生成
することができることが理解されよう。
【００５７】
　従って、本発明の実施例においては、スイッチユニット１０２を制御することにより、
整流された第１脈動波形の電圧、即ち饅頭形波電圧を直接ＰＷＭチョッピング変調を行い
、高周波変圧器に送る。、同期整流後に一次カップリングから二次まで、高周波変圧器を
介して饅頭形波電圧／電流を還元し、電池に直接供給し、電池を急速充電する。饅頭形波
の電圧振幅は、ＰＷＭ信号のデューティ比に基づいて調節され、電源アダプタの出力が電
池の充電ニーズを満たす。これより、本発明実施例の電源アダプタは、一次、二次の電解
コンデンサをキャンセルすることができ、饅頭形波電圧によって直接電池を充電するので
、電源アダプタの体積を減少させ、電源アダプタの小型化を実現し、大幅にコストダウン
することができる。
【００５８】
　ここで、本発明の一つの具体的な例において、制御ユニット１０７は、ＭＣＵ（Ｍｉｃ
ｒｏ
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ Ｕｎｉｔ、マイクロコントローラユニット）であってもよく、ス
イッチ駆動制御機能と、同期整流機能と、電圧電流調節制御機能とを集めたマイクロプロ
セッサであってもよい。
【００５９】
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　本発明の一つの実施例によれば、制御ユニット１０７は、電圧のサンプリング値及び／
又は電流のサンプリング値に基づいて制御信号の周波数を調節し、スイッチユニット１０
２から出力されるＰＷＭ信号を停止する前に持続的に出力させ、所定時間停止した後、再
びＰＷＭ信号の出力を起動するよう制御する。これにより、電池に印加された電圧は断続
的なものとなるので、電池を断続的に充電することができ、電池の連続充電による深刻な
発熱により引き起こされるセキュリティリスクを回避し、電池の充電の信頼性と安全性と
を向上させることができる。
【００６０】
　リチウム電池は、低温条件下では、リチウム電池自体のイオンと電子導電能力の低下に
より、充電中に分極程度の強化を容易に起こす可能性がある。持続的な充電方式では、こ
のような分極がより著しくなり、同時にリチウム析出が形成される可能性が増加するため
、電池の安全性に影響を及ぼす。また、持続的な充電方法では、充電により熱が蓄積し続
けることになるため、電池内部の温度が徐々に上昇し、温度が一定の限度を超えた場合に
は、電池性能の発揮が制限され、セキュリティリスクが増加する。
【００６１】
　本発明の実施例においては、電源アダプタが間欠的に出力するように制御信号の周波数
を調節する。すなわち、電池の充電中に電池待機プロセスを導入し、連続充電における分
極によるリチウム析出現象を緩和し、生成された熱の連続的な蓄積の影響を低減して冷却
効果を達成し、電池の確実かつ安全な充電を確保することができる。
【００６２】
　スイッチユニット１０２に出力された制御信号は、図５Ａに示すように、ＰＷＭ信号を
一定時間出力した後、出力を一定期間停止させた後に、ＰＷＭ信号を一定時間出力するこ
とで、スイッチユニット１０２に出力された制御信号が離間して周波数が調整可能となる
。
【００６３】
　図１Ａに示すように、制御ユニット１０７は、第１充電インタフェース１０５に接続さ
れている。制御ユニット１０７は、第１充電インタフェース１０５を介して端末２と通信
して端末２の状態情報を取得する。このように、制御ユニット１０７は端末の状態情報と
、電圧のサンプリング値及び／又は電流サンプリング値により、制御信号、例えば、ＰＷ
Ｍ信号のデューティ比を調節する。
【００６４】
　ここで、端末の状態情報は、前記電池の電気量と、前記電池の温度と、前記電池の電圧
と、前記端末のインタフェース情報と、前記端末の通路抵抗の情報等とを含む。
【００６５】
　具体的には、第１充電インタフェース１０５は、電源線とデータ線とを含む。電源線は
電池を充電するものであり、データ線は端末と通信するものである。第２充電インタフェ
ース２０１が第１充電インタフェース１０５に接続されると、電源アダプタ１と端末２の
間に互いに通信問い合わせ指令を送信し、対応する返信指令を受信した後、電源アダプタ
１と端末２の間で通信接続を確立する。制御ユニット１０７は、端末２の状態情報を取得
して、充電モードと充電パラメータ（例えば充電電流、充電電圧）を端末２とネゴシエー
ションし、充電プロセスをさらに制御することができる。
【００６６】
　ここで、電源アダプタ及び／又は端末によりサポートされる充電モードは、第２充電モ
ードと第１充電モードとを含む。第１充電モードは、第２充電モードより充電速度が大き
い（例えば、第１充電モードは、第２充電モードより充電電流が大きい）。一般的に、第
２充電モードは、定格出力電圧が５∨であり、定格出力電流が２.５Ａ以下である充電モ
ードであると理解され、また、第２充電モードで、電源アダプタの出力ポートデータ線の
Ｄ＋とＤ－とは短絡することができる。本発明の実施例における第１充電モードは異なり
、本発明の実施例の第１充電モードにおいて、電源アダプタは、データ線のＤ＋とＤ－と
が端末と通信してデータ交換行い、電源アダプタと端末との間で相互に急速充電指令を送
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信することができる。電源アダプタは、端末に急速充電問い合わせ指令を送信し、端末の
急速充電返信指令を受信した後、端末の返信指令に基づいて、端末の状態情報を取得して
、第１充電モードを起動する。第１充電モードでの充電電流は２.５Ａより大きく、例え
ば、４．５Ａ、或いはそれより大きくてもよい。しかし本発明の実施例は、第２充電モー
ドを特に限定せず、電源アダプタが２つの充電モードをサポートすればよく、その中の一
つの充電モードの充電速度（又は電流）がもう一つの充電モードの充電速度より大きい場
合に、充電速度が遅い方の充電モードは、第２充電モードと理解される。充電電力につい
ては、第１充電モードの充電電力は１５Ｗ以上であってもよい。
【００６７】
　すなわち、制御ユニット１０７は、第１充電インタフェース１０５を介して端末２と通
信し、第１充電モードと第２充電モードとを含む充電モードを決定する。
【００６８】
　具体的には、前記電源アダプタは、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ：Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）インターフェースを介して端末に接続されている。
ＵＳＢインターフェースは、普通のＵＳＢインターフェースであってもよく、Ｍｉｃrｏ 
ＵＳＢインターフェースであってもよく、他のタイプのＵＳＢインターフェースであって
もよい。ＵＳＢインターフェースのデータ線、即ち第１充電インタフェースのデータ線は
、前記電源アダプタと前記端末とが双方向通信に使用され、このデータ線は、ＵＳＢイン
ターフェースにおけるＤ＋線及び／又はＤ－線であってもよい。双方向通信とは、電源ア
ダプタと端末とが両方で情報の交互することである。
【００６９】
　ここで、前記電源アダプタは、前記ＵＳＢインターフェースのデータ線を介して、前記
端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードで前記端末を充電することを決定する。
【００７０】
　なお、電源アダプタは、第１充電モードで前記端末を充電するか否かを端末とネゴシエ
ーションし、電源アダプタを端末に接続された状態を保つだけで充電しないこともできる
し、第２充電モードで端末を充電することもできるし、小電流で端末を充電することもで
き、本発明の実施例はこれを特に限定しない。
【００７１】
　前記電源アダプタは、充電電流を前記第１充電モードに対応する充電電流に調整し、前
記端末を充電する。電源アダプタは、第１充電モードで端末を充電すると判断した後、充
電電流を第１充電モードに対応する充電電流に直接調整することができ、第１充電モード
の充電電流を端末とネゴシエートすることもできる。例えば、第１充電モードに対応する
充電電流は、端末の電池の現在の電気量により決定される。
【００７２】
　本発明の実施例において、電源アダプタは、急速充電のために盲目的に出力電流を増や
すのではなく、端末と双方向通信し、第１充電モードを利用可能か否かについてネゴシエ
ートするので、従来技術と比較して、急速充電プロセスの安全性が改善される。
【００７３】
　好ましくは、一つの実施例として、制御ユニット１０７は、前記第１充電インタフェー
スのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードで前記端末を充
電すると決定された場合、前記制御ユニットは、前記端末に第１指令を送信する。前記第
１指令は、前記端末が前記第１充電モードを起動するか否かを問い合わせる。前記制御ユ
ニットは、前記端末から前記第１指令の返信指令を受信する。前記第１指令の返信指令は
、前記端末が前記第１充電モードの起動を同意することを指示する。
【００７４】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記端末に前記第１指令を送
信する前に、前記電源アダプタと前記端末との間で前記第２充電モードで充電し、前記制
御ユニットが、前記第２充電モードの充電時間が所定の閾値より大きいと判定した後に、
前記端末に前記第１指令を送信する。
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【００７５】
　なお、電源アダプタが、前記第２充電モードの充電時間が所定の閾値より大きいと判定
すると、電源アダプタは、端末それ自体を電源アダプタとして認識したとみなし、急速充
電問い合わせ通信を起動することができる。
【００７６】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、所定の電流閾値以上の充電電
流で所定の時間充電した後、前記端末に前記第１指令を送信する。
【００７７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制御
して充電電流を前記第１充電モードに対応する充電電流に調整するように前記電源アダプ
タを制御し、前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応する充電電流で前記端末を
充電する前に、前記制御ユニットが前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記
端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電圧を決定し、前記電源ア
ダプタが充電電圧を前記第１充電モードに対応する充電電圧に調整するように制御する。
【００７８】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが、前記第１充電インタフェース
のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電
圧が決定された場合、前記制御ユニットは、前記端末に第２指令を送信する。前記第２指
令は、前記電源アダプタの現在の出力電圧が前記第１充電モードの充電電圧として適切で
あるか否かを問い合わせる。前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記第２指令
の返信指令を受信する。前記第２指令の返信指令は、前記電源アダプタの現在の出力電圧
が適切か、高いか又は低いかを指示する。前記制御ユニットは、前記第２指令の返信指令
に基づいて、前記第１充電モードの充電電圧を決定する。
【００７９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、充電電流を前記第１充電モー
ドに対応する充電電流に調整するように前記電源アダプタを制御する前に、前記第１充電
インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに
対応する充電電流を決定する。
【００８０】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記第１充電インタフェースの
データ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電流
を決定する場合、前記制御ユニットは前記端末に第３指令を送信する。前記第３指令は、
前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる。前記制御ユニットは、前記端
末から送信された前記第３指令の返信指令を受信する。前記第３指令の返信指令は、前記
端末の現在サポートする最大充電電流を指示する。前記制御ユニットは前記第３指令の返
信指令に基づいて、前記第１充電モードの充電電流を決定する。
【００８１】
　電源アダプタは、上記最大充電電流を第１充電モードの充電電流と直接決定するか、又
は充電電流をこの最大充電電流のある電流値より小さくすることができる。
【００８２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記制御ユニットが、前記第１充電インタフェースのデータ線
を介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチユニットを制御することにより前記
電源アダプタが電池に出力した充電電流を断続的に調整する。
【００８３】
　電源アダプタは端末の現在状態情報を連続的に問い合わせることができる。例えば、端
末の電池電圧や、電池電気量等を問い合わせし、電源アダプタが電池に出力した充電電流
を調整する。
【００８４】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記第１充電インタフェースの
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データ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記電源アダプタが電池に出力した充電
電流を断続的に調整するように前記スイッチユニットを制御する場合、前記制御ユニット
は前記端末に第４指令を送信する。前記第４指令は前記端末内の電池の現在の電圧を問い
合わせる。前記制御ユニットは、前記端末から送信された前記第４指令の返信指令を受信
する。前記第４指令の返信指令は前記端末内の電池の現在の電圧を指示する。前記制御ユ
ニットは、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御することによ
り前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を調整する。
【００８５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは前記電池の現在の電圧、及び所
定の電池電圧値と充電電流値との対応関係に基づいて、前記スイッチユニットを制御する
ことにより前記電源アダプタが電池に出力した充電電流を、前記電池の現在の電圧に対応
する充電電流値に調整する。
【００８６】
　具体的には、電源アダプタは、電池電圧値と充電電流値との対応関係を予め記憶し、電
源アダプタは、前記第１充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を
行い、端末側から端末内に記憶された電池電圧値と充電電流値との対応関係を取得する。
【００８７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェースのデータ線
を介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電インタフェースと前記第２充電イン
タフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。前記第１充電インタフェース
と前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生したと判定される場合、前記制御
ユニットは、前記第１充電モードを終了するように前記電源アダプタを制御する。
【００８８】
　好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェース
と前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生したと判定される前に、前記端末
から前記端末の通路抵抗を指示する情報を受信する。前記制御ユニットは、前記端末に第
４指令を送信する。前記第４指令は前記端末内の電池の電圧を問い合わせる。前記制御ユ
ニットは、前記端末から送信された前記第４指令の返信指令を受信する。前記第４指令の
返信指令は、前記端末内の電池の電圧を指示する。前記制御ユニットは、前記電源アダプ
タの出力電圧と前記電池の電圧とに基づいて、前記電源アダプタから前記電池までの通路
抵抗を決定する。前記制御ユニットは、前記電源アダプタから前記電池までの通路抵抗と
、前記端末までの通路抵抗と、前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の通路抵
抗とに基づいて、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接
触不良が発生したか否かを判定する。
【００８９】
　端末は通路抵抗を予め記録することができる。例えば、同一型番の端末は構造が一致す
る。したがって、工場出荷時には、端末の通路抵抗は同一の値に設定されている。同様に
、電源アダプタは充電線路の通路抵抗を予め設定することができる。電源アダプタが端末
の電池両端の電圧を取得すると、電源アダプタが電池両端の圧力降下及び通路の電流に基
づいて、通路全体の通路抵抗を決定することができる。通路全体の通路抵抗＞端末の通路
抵抗＋充電線路の通路抵抗、又は通路全体の通路抵抗－(端末の通路抵抗＋充電線路の通
路抵抗)＞抵抗閾値である場合には、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタ
フェースとの間に接触不良が発生したと判断される。
【００９０】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードを終了する
前に、前記制御ユニットは前記端末に第５指令を送信する。前記第５指令は前記第１充電
インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間の接触不良を指示する。
【００９１】
　電源アダプタは第５指令を送信した後、第１充電モードを終了するか、又はリセットす
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る。
【００９２】
　以上、電源アダプタの観点から本発明の実施例に係る急速充電プロセスを詳細に説明し
たが、以下では、端末の観点角度から本発明の実施例に係る急速充電プロセスを説明する
。
【００９３】
　端末側において説明された電源アダプタと端末の交互及関連特性や機能等は、電源アダ
プタ側の説明に対応しているため、簡潔化のため、重複される説明は適宜省略する。
【００９４】
　本発明の一つの実施例によると、図１３に示すように、端末２は、充電制御スイッチ２
０３とコントローラ２０４とをさらに含む。充電制御スイッチ２０３は、例えば、電子ス
イッチングデバイスからなるスイッチ回路が第２充電インタフェース２０１と電池２０２
との間に接続され、充電制御スイッチ２０３は、コントローラ２０４の制御により電池２
０２の充電プロセスを停止／開始するために用いられる。このように、端末側から電池２
０２の充電プロセスを制御することができ、電池２０２の充電の安全性と信頼性を保証す
ることができる。
【００９５】
　また、図１４に示すように、端末２は、通信ユニット２０５をさらに含む。通信ユニッ
ト２０５は、第２充電インタフェース２０１と第１充電インタフェース１０５とにより、
コントローラ２０４と制御ユニット１０７の間の双方向通信を作る。即ち、端末２と電源
アダプタ１とは、ＵＳＢインターフェースのデータ線により双方向通信することができる
。前記端末２は、第２充電モードと第１充電モードとをサポートする。前記第１充電モー
ドでの充電電流は、前記第２充電モードでの充電電流より大きく、前記通信ユニット２０
５は、前記制御ユニット１０７と双方向通信して前記電源アダプタ１が前記第１充電モー
ドを利用して前記端末２を充電すると判断し、前記制御ユニット１０７は、前記電源アダ
プタ１が前記第１充電モードに対応する充電電流から出力し、前記端末２内の電池２０２
を充電するように前記電源アダプタ１を制御する。
【００９６】
　本発明の実施例において、電源アダプタ１は、急速充電のために盲目的に出力電流を増
加させるのではなく、端末との間で双方向通信し、第１充電モードが利用可能か否かを決
定しているので、従来技術と比較して、急速充電プロセスの安全性を向上させることがで
きる。
【００９７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは、通信ユニットにより前記制御
ユニットから送信された第１指令を受信する。前記第１指令は前記端末が前記第１充電モ
ードを起動するか否かを問い合わせる。前記コントローラは、通信ユニットにより前記制
御ユニットに前記第１指令の返信指令を送信する。前記第１指令の返信指令は前記端末が
前記第１充電モードの起動を同意することを指示する。
【００９８】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは通信ユニットにより前記制御ユ
ニットから送信された第１指令を受信する前に、前記電源アダプタは前記第２充電モード
で前記端末内の電池を充電する。前記制御ユニットにより前記第２充電モードの充電時間
が所定の閾値より大きいと判定された後、前記制御ユニットは、端末内の通信ユニットに
前記第１指令を送信し、前記コントローラは通信ユニットにより前記制御ユニットから送
信された前記第１指令を受信する。
【００９９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応す
る充電電流に従って出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記コントローラは通信
ユニットにより前記制御ユニットと双方向通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電
モードに対応する充電電圧を決定する。
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【０１００】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは、前記制御ユニットから送信さ
れた第２指令を受信する。前記第２指令は前記電源アダプタの現在の出力電圧が前記第１
充電モードの充電電圧として適切であるか否かを問い合わせる。前記コントローラは前記
制御ユニットに前記第２指令の返信指令を送信する。前記第２指令の返信指令は前記電源
アダプタの現在の出力電圧が適切か、高いか又は低いかを指示する。
【０１０１】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタにより前記第１充電モードに対応
する充電電流を決定するように、前記コントローラは前記制御ユニットと双方向通信する
。
【０１０２】
　ここで、前記コントローラは、前記制御ユニットから送信された第３指令を受信する。
前記第３指令は、前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる。前記コント
ローラは、前記制御ユニットに前記第３指令の返信指令を送信する。前記第３指令の返信
指令は前記端末内の電池の現在サポートの最大充電電流を指示し、前記電源アダプタが前
記最大充電電流に基づいて前記第１充電モードに対応する充電電流を決定する。
【０１０３】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記コントローラは、前記制御ユニットと双方向通信すること
により、前記電源アダプタが前記電源アダプタから電池に出力される充電電流を断続的に
調整する。
【０１０４】
　前記コントローラは、前記制御ユニットから送信された第４指令を受信する。前記第４
指令は前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる。前記コントローラは、前記制御ユ
ニットに前記第４指令の返信指令を送信する。前記第４指令の返信指令は、前記端末内の
電池の現在の電圧を指示し、前記電源アダプタが前記電池の現在の電圧に基づいて、前記
電源アダプタから電池に出力される充電電流を断続的に調整する。
【０１０５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記コントローラは通信ユニットにより前記制御ユニットと双
方向通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタ
フェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。
【０１０６】
　前記コントローラは前記制御ユニットから送信された第４指令を受信する。前記第４指
令は前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる。前記コントローラは、前記制御ユニ
ットに前記第４指令の返信指令を送信する。前記第４指令の返信指令は、前記端末内の電
池の現在の電圧を指示し、前記制御ユニットは、前記電源アダプタの出力電圧と前記電池
の現在の電圧と基づいて、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースと
の間に接触不良が発生したか否かを判定する。
【０１０７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラは、前記制御ユニットから送信さ
れた第５指令を受信する。前記第５指令は前記第１充電インタフェースと前記第２充電イ
ンタフェースとの間の接触不良を指示する。
【０１０８】
　第１充電モードを起動して使用するために、電源アダプタは、端末との急速充電通信を
実行することができ、一回以上のハンドシェーク通信により、電池の急速充電を実現する
。以下、図６を参照しながら、本発明の実施例による急速充電通信の流れ、及び急速充電
プロセスに含まれた各段階を詳しく説明する。図６に示された通信ステップ又は操作は単
なる例示に過ぎず、本発明の実施例は他の操作や図６に示された様々な操作の変形を実行
することもできると理解されるべきである。また、図６の各段階は、図６に示された順序
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と異なる順序で実行することもでき、図６の操作を全て実行されなくてもよい。なお、図
６に示された曲線は、充電電流のピーク値又は平均値の変化傾向であり、実際の充電電流
曲線ではない。
【０１０９】
　図６に示すように、急速充電プロセスは以下のような５つの段階を含む。
　段階１
　端末が電源装置に接続された後、端末はデータ線Ｄ＋、データ線Ｄ－により電源装置の
タイプを検出し、検出された電源装置が電源アダプタである場合、端末に流れる電流は所
定の電流閾値Ｉ２（例えば、１Ａである）より大きくすることができる。電源アダプタは
、所定時間（例えば、連続的なＴ１時間）、電源アダプタから出力された電流はＩ２以上
である場合、電源アダプタは、端末が電源装置のタイプに対する認識が完成したとみなし
て、電源アダプタと端末との間でハンドシェイク通信を起動し、電源アダプタは、端末が
第１充電モード（又はフラッシュ充電）を起動したか否かを問い合わせる指令１（上記第
１指令に対応する）を送信する。
【０１１０】
　電源アダプタが端末の返信指令を受信し、端末が第１充電モードの起動を同意しないこ
とを示すとき、電源アダプタの出力電流が再度検出され、電源アダプタの出力電流が所定
の連続時間内（例えば、連続的なＴ１時間）としてＩ２以上である場合、再度リクエスト
して端末が第１充電モードを起動するか否かを問い合わせし、端末が第１充電モードの起
動を同意する、又は電源アダプタの出力電流はＩ２以上であるとの条件を満たすまで、段
階１の上記ステップを繰り返してもよい。
【０１１１】
　端末が第１充電モードの起動を同意した後、急速充電充電プロセスが開始され、急速充
電通信プロセスは第２段階に入る。
【０１１２】
　段階２
　電源アダプタから出力された饅頭形波電圧は、複数の電圧レベルを含む。電源アダプタ
は、端末に指令２（上記第２指令に対応する）を送信して、端末に電源アダプタの出力電
圧が電池の現在の電圧（又は適切であるか否か、即ち、第１充電モードでの充電電圧とし
て適切か否か）に一致しているか否か、即ち充電ニーズを満たすか否かを問い合わせる。
【０１１３】
　端末は、電源アダプタの出力電圧の高低や、一致しているかどうかについて応答する。
電源アダプタが端末のアダプタの出力電圧の高低のフィードバックを受信すると、制御ユ
ニットは、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節して電源アダプタの出力電圧を一つの電圧レ
ベルに調整し、端末に指令２を再度送信し、端末に電源アダプタの出力電圧が一致するか
否かを再度問い合わせる。
【０１１４】
　端末が電源アダプタにその出力電圧が一致する電圧レベルにあると応答するまで段階２
のステップを繰り返した後、第３段階に入る。
【０１１５】
　段階３
　電源アダプタが、端末により応答された電源アダプタの出力電圧が一致するとのフィー
ドバックを受信すると、電源アダプタは、端末に指令３（上記第３指令に対応する）を送
信して現在サポートしている最大充電電流を端末に問い合わせる。端末は、電源アダプタ
に現在サポートしている最大充電電流値を応答し、その後、第４段階に入る。
【０１１６】
　段階４
　電源アダプタは、現在サポートしている最大充電電流値のフィードバックを端末から受
信した後、電源アダプタは、出力電流基準値を設定し、制御ユニット１０７は、この電流
基準値に基づいて、電源アダプターの出力電流が端末充電電流ニーズを満たすようにＰＷ
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Ｍ信号のデューティ比を調節し、即ち、定電流段階に入る。定電流段階とは、電源アダプ
タの出力電流ピーク値又は平均値が略一定となる（つまり、出力電流ピーク値又は電流平
均値の変化幅が小さく、例えば、出力電流ピーク値又は平均値の５％範囲内で変化する）
。即ち、第３脈動波形の電流ピーク値は各サイクルごとに一定に保たれる。
【０１１７】
　段階５：
　定電流電流変化段階に入ると、電源アダプタは、間欠的に指令４（上記第４指令に対応
する）を送信し、端末に電池の現在の電圧を問い合わせる。端末は、電源アダプタに端末
電池の現在の電圧をフィードバックし、電源アダプタは、端末電池に関する現在の電圧の
フィードバックにより、ＵＳＢ接触、即ち、第１充電インタフェースと第２充電インタフ
ェースとの間の接触は良好であるか、及び端末の現在の充電電流値を低下させる必要はあ
るか否かを判断する。電源アダプタは、ＵＳＢの接触が良好でない判断すると、指令５（
上記第５指令に対応する）が送信され、その後、リセットされて段階１に戻る。
【０１１８】
　好ましくは、いくつかの実施例ではて、段階１において、端末指令１に応答すると、指
令１に対応するデータは端末の通路抵抗のデータ（又は情報）を含むことができ、端末の
通路抵抗データは、段階５ではＵＳＢ接触が良好であるか否かを判断することに用いられ
る。
【０１１９】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階２において、端末が第１充電モードの起動を
同意してから、電源アダプタが電圧を適切な値に調整するまでの時間は、ある程度の範囲
内で制御することができる、この時間が所定範囲を越えると、端末はリクエストが異常で
あると判断し、急速リセットすることができる。
【０１２０】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階２において、電池の現在の電圧と比較して、
電源アダプタの出力電圧がΔ∨(Δ∨はおよそ２００～５００Ｍ∨)より高い場合には、端
末は、電源アダプタに電源アダプタの出力電圧が適切な／一致するようフィードバックす
る。ここで、端末は、電源アダプタの出力電圧が不適切（即ち高い又は低い）であること
を電源アダプタにフィードバックすると、制御ユニット１０７は、電圧のサンプリング値
に基づいてＰＷＭ信号のデューティ比を調節して電源アダプタの出力電圧を調整する。
【０１２１】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階４において、過度の調整による急速充電異常
の中断を回避するために、電源アダプタの出力電流値の位相調整速度をある程度の範囲内
に控えることとしてもよい。
【０１２２】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階５において、電源アダプタの出力電流値の大
きさの変化幅を５％以内に制御されてもよく、即ち、定電流段階と認めることができる。
【０１２３】
　好ましくは、いくつかの実施例では、段階５において、電源アダプタは、充電回路抵抗
をリアルタイムに監視し、即ち、測定された電源アダプタの出力電圧と、現在の充電電流
と、読み取られた端末電池電圧とに基づいて、全体の充電回路抵抗を監視する。測定され
た充電回路抵抗＞端末通路抵抗＋急速充電データ線抵抗である場合、ＵＳＢは接触不良が
発生したと判断し、急速充電リセットする。
【０１２４】
　好ましくは、いくつかの実施例では、第１充電モードを起動した後、急速充電リセット
を回避するために、電源アダプタと端末との間の通信間隔を、特定の範囲内に制御するこ
とができる。
【０１２５】
　好ましくは、いくつかの実施例では、第１充電モード（又は急速充電プロセス）の停止
は、回復可能停止と回復不可能停止の２タイプに分類することができる。
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【０１２６】
　例えば、端末が電池充電満了又はＵＳＢ接触不良を検出した場合、急速充電を停止して
リセットして段階１に入る。端末が第１充電モードの起動に同意しない場合には、急速充
電通信プロセスは段階２に入らない。このとき、停止した急速充電プロセスは回復不可能
停止と認められる。
【０１２７】
　また、例えば、端末と電源アダプタとの間に通信異常が現れた場合、急速充電を停止し
てリセットし、段階１に入る。段階１の要求を満足した後、端末は第１充電モードを起動
して急速充電を再開することに同意する。このとき、停止した急速充電プロセスは、回復
可能停止と認められる。
【０１２８】
　また、例えば、端末が電池異常を検出すると、急速充電を停止してリセットし、段階１
に入る。段階１に入った後、端末は、第１充電モードの起動に同意しない。電池が正常に
戻り、段階１の要求を満足してから、端末は、急速充電を再開するために急速充電の起動
を開始することに同意する。このとき、停止した急速充電プロセス過程は、回復可能停止
と認められる。
【０１２９】
　特に説明しなければならないことは、図６に示された通信ステップ又は操作は、単なる
例示に過ぎず、例えば、段階１において、端末は、アダプタに接続された後、端末とアダ
プタとの間のハンドシェイク通信が端末により開始されてもよいことに留意されたい。即
ち、端末は、アダプタが第１充電モード（又はフラッシュ充電と呼ぶ）を起動するか否か
を問い合わせる指令１を送信し、端末は、電源アダプタの返信指令を受信して電源アダプ
タに第１充電モードの起動を同意すると指示した場合に、急速充電プロセスが起動される
。
【０１３０】
　特に説明しなければならないことは、図６に示された通信ステップ又は操作は、単なる
例示に過ぎず、例えば、段階５の後、定電圧充電段階を含むことができる。即ち、段階５
では、端末は電源アダプタに端末電池の現在の電圧をフィードバックすることができ、端
末電池の電圧が徐々に上昇するつれ、前記端末電池の現在の電圧が定電圧充電電圧の閾値
に達した場合に、定電圧充電段階に切り替わり、制御ユニット１０７は、電圧基準値（即
ち定電圧充電電圧の閾値）に基づいてＰＷＭ信号のデューティ比を調節し、電源アダプタ
の出力電圧が端末充電電圧のニーズを満たすようにする。即ち、電圧が一定変化するよう
に保持する。定電圧充電段階では、充電電流が徐々に減少し、電流が所定の閾値まで低下
すると、充電を停止する。このとき、電池は充電完了と識別される。ここで、定電圧充電
とは、第３脈動波形のピーク電圧が略一定に保たれることを意味する。
【０１３１】
　本発明の実施例では、電源アダプタの出力電圧を取得することは、第３脈動波形のピー
ク電圧又は電圧平均値を取得することを意味し、電源アダプタの出力電流を取得すること
は、第３脈動波形のピーク値電流又は電流平均値を取得することを意味する。
【０１３２】
　本発明の一つの実施例では、図７Ａに示すように、電源アダプタ１は、直列連結された
制御スイッチ１０８と、フィルタユニット１０９とをさらに含む。直列連結された制御ス
イッチ１０８とフィルタユニット１０９とが第２整流ユニット１０４の第１出力端で接続
される。充電モードが第２充電モードであると判定された場合には、制御ユニット１０７
は、制御スイッチ１０８を閉じるように制御し、充電モードが第１充電モードであると判
定された場合には、制御ユニット１０７は、制御スイッチ１０８を切るように制御する。
また、第２整流ユニット１０４の出力端には、一組又は複数組の小コンデンサが並列に接
続されており、ノイズを低減するだけでなく、サージ現象の発生をも減少する。また、第
２整流ユニット１０４の出力端には、ＬＣフィルタ回路又はπ型フィルタ回路を接続して
リップル干渉をフィルタリングするようにしてもよい。図７Ｂに示すように、第２整流ユ
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ニット１０４の出力端には、ＬＣフィルタ回路が接続されている。なお、ＬＣフィルタ回
路又はπ型フィルタ回路のコンデンサは全て小コンデンサであるため、スペースが少なく
てすむ。
【０１３３】
　フィルタユニット１０９は、フィルタコンデンサを含み、フィルタコンデンサは、５∨
の標準充電をサポートし、即ち、第２充電モードに対応する。制御スイッチ１０８は、半
導体スイッチングデバイス、例えば、ＭＯＳトランジスタからなる。電源アダプタは、第
２充電モード（又は称標準充電）を利用して端末の電池を充電する場合、制御ユニット１
０７は、制御スイッチ１０８を閉じるように制御し、フィルタユニット１０９を回路にア
クセスして第２整流ユニットの出力をフィルタリングする。このように、直流充電技術の
交換性を良好にし、即ち、直流を端末の電池に印加して、直流電池を充電することができ
る。例えば、一般的に、フィルタユニットは、並列連結された電解コンデンサや通常のコ
ンデンサ、即ち、５∨標準充電をサポートする小コンデンサ（固体コンデンサ等）を含む
。電解コンデンサは比較的大きな体積を占めるため、電源アダプタのサイズを減少させる
には、電源アダプタ内の電解コンデンサを取り除き、より容量小さいコンデンサを残すこ
とができる。第２充電モードを利用すると、小コンデンサが位置する分岐路を導通するよ
うに制御することができ、電流をフィルタリングし、低電力で安定した出力を実現し、電
池に直流充電することができる。第１充電モードを利用すると、小コンデンサが位置する
分岐路を切断するように制御し、第２整流ユニット１０４の出力はフィルタリングされず
に脈動波形の電圧／電流を直接電池に出力して印加し、電池の急速充電を実現することが
できる。
【０１３４】
　本発明の一つの実施例によれば、制御ユニット１０７は、充電モードが第１充電モード
であると判断された場合、端末の状態情報に基づいて、第１充電モードに対応する充電電
流及び／又は充電電圧を取得し、第１充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧
に基づいて、制御信号、例えば、ＰＷＭ信号のデューティ比を調節する。つまり、現在の
充電モードが第１充電モードであると判断された場合には、制御ユニット１０７は、取得
された端末の状態情報、例えば、電池の電圧、電気量、温度、端末の運転パラメータ、端
末上で動作するアプリケーションの消費電力量等の情報により、第１充電モードに対応す
る充電電流及び／又は充電電圧を取得し、取得された充電電流及び／又は充電電圧に基づ
いて制御信号のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力が充電ニーズを満たし、電池
の急速充電を実現する。
【０１３５】
　端末の状態情報は、電池の温度を含む。また、電池の温度が、第１の所定の温度閾値よ
り大きいか、又は、電池の温度が第２の所定の温度閾値より小さい場合には、現在の充電
モードが第１充電モードである場合、第１充電モードを第２充電モードに切り替える。第
１の所定の温度閾値は、第２の所定の温度閾値より大きい。電池の温度が低すぎる（例え
ば、対応する第２の所定の温度閾値より小さい）か、又は、高過ぎる（例えば、対応する
第１の初所定の温度閾値より大きい）場合には、急速充電に適していないため、第１充電
モードを第２充電モードに切り替える必要がある。本発明の実施例において、第１の所定
の温度閾値と、第２の所定の温度閾値とは、実際の状況に応じて、設定され、又は制御ユ
ニット（例えば、電源アダプタＭＣＵ）の記憶装置に書き込むことができる。
【０１３６】
　本発明の一つの実施例において、制御ユニット１０７は、電池の温度が所定の高温保護
閾値よりも高い場合に、スイッチユニット１０２を閉じるように制御する。即ち、電池の
温度が高温保護閾値を超えた場合に、制御ユニット１０７は、高温保護ストラテジを利用
する必要があるため、スイッチユニット１０２を閉じるよう制御して電源アダプタが電池
の充電を停止し、電池が高温となることから保護し、充電の安全性を向上させる。前記高
温保護閾値は、前記第１温度閾値と異なってもよく、同じでもよい。好ましくは、前記高
温保護閾値は前記第１温度閾値より大きい。



(27) JP 6546295 B2 2019.7.17

10

20

30

40

50

【０１３７】
　本発明のもう一つの実施例において、前記コントローラは、前記電池の温度を取得し、
前記電池の温度が所定の高温保護閾値より大きい場合、前記充電制御スイッチを閉じるよ
うに制御する。即ち、端末側を介して充電制御スイッチを閉じることにより、電池の充電
プロセスを停止し、充電の安全性を保証する。
【０１３８】
　また、本発明の一つの実施例において、前記制御ユニットは、前記第１充電インタフェ
ースの温度を取得し、前記第１充電インタフェースの温度が所定の保護温度より高い場合
に、前記スイッチユニットを閉じるように制御する。即ち、充電インタフェースの温度が
一定温度を超えた場合、制御ユニット１０７は高温保護ストラテジを実行する必要がある
ので、スイッチユニット１０２を切断するように制御して電源アダプタが電池の充電を停
止し、充電インタフェースが高温となることから保護し、充電の安全性を向上させる。
【０１３９】
　勿論、本発明の他の実施例では、前記コントローラは、前記制御ユニットとの双方向通
信により前記第１充電インタフェースの温度を取得し、前記第１充電インタフェースの温
度が所定の保護温度より高い場合に、前記充電制御スイッチ（図１３と図１４を参照）を
閉じるように制御してもよい。即ち、端末側から充電制御スイッチを閉じ、電池の充電プ
ロセスを停止して、充電の安全性を向上させる。
【０１４０】
　具体的には、本発明の一つの実施例では、図８に示すように、電源アダプタ１は、駆動
ユニット１１０、例えば、ＭＯＳFＥＴドライブをさらに含んでもよい。駆動ユニット１
１０は、スイッチユニット１０２と制御ユニット１０７との間に接続され、駆動ユニット
１１０は、制御信号に基づいてスイッチユニット１０２を開閉するように駆動する。勿論
、本発明の他の実施例では、駆動ユニット１１０は、制御ユニット１０７に一体化されて
もよい。
【０１４１】
　また、図８に示すように、電源アダプタ１は、隔離ユニット１１１をさらに含むことと
してもよい。隔離ユニット１１１は、駆動ユニット１１０と制御ユニット１０７との間に
接続され、電源アダプタ１の一次側と二次側の間の信号を隔離（又は変圧器１０３の一次
巻線と二次巻線の間の信号隔離）することとしてもよい。隔離ユニット１１１は、オプト
カプラ隔離方法を利用することができるが、他の隔離方法を利用することもできる。制御
ユニット１０７は、隔離ユニット１１１を設けて電源アダプタ１の二次側（又は変圧器１
０３の二次巻線側）に配置してもよい。これにより、端末２との通信を容易にすることが
でき、電源アダプタ１の空間デザインがより簡易になる。
【０１４２】
　勿論、本発明の他の実施例では、制御ユニット１０７と、駆動ユニット１１０とは、い
ずれも一次側に設けることもできるが、この場合に、制御ユニット１０７とサンプリング
ユニット１０６との間に隔離ユニット１１１を設けることで、電源アダプタ１の一次側と
二次側の間の信号隔離を実現することができる。
【０１４３】
　なお、本発明の実施例では、制御ユニット１０７が二次側に設けられた場合には隔離ユ
ニット１１１を設ける必要があり、隔離ユニット１１１を制御ユニット１０７に一体化さ
せてもよい。つまり、一次側から二次側へ信号を伝達したり、二次側から一次側へ信号を
伝達する場合には、通常、隔離ユニットを設けて信号を隔離する必要がある。
【０１４４】
　本発明の一つの実施例では、図９に示すように、電源アダプタ１は補助巻線と電源部１
１２とをさらに含み、補助巻線は、変調された第１脈動波形の電圧に基づいて第４脈動波
形の電圧を生成し、電源部１１２は、補助巻線に接続され、電源部１１２（例えば、フィ
ルタリングレギュレータモジュールや、電圧変換モジュール等）が第４脈動波形の電圧を
変換して直流を出力するよう、それぞれ駆動ユニット１１０及び／又は制御ユニット１０
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７に給電することとしてもよい。電源部１１２は、フィルタリング小コンデンサ、レギュ
レータチップ等のデバイスからなり、第４脈動波形の電圧を処理し、３.３∨又は５∨等
の低電圧直流に変換して出力する。
【０１４５】
　つまり、駆動ユニット１１０の電源は、電源部１１２が第４脈動波形の電圧を変換して
取得することができ、制御ユニット１０７を一次側に設けた場合には、電源部１１２が第
４脈動波形の電圧を変換することにより電源を取得することができる。ここで、図９に示
すように、制御ユニット１０７を一次側に設けた場合、電源部１１２は、駆動ユニット１
１０と制御ユニット１０７とにそれぞれ給電するための２つの直流出力を供給し、制御ユ
ニット１０７とサンプリングユニット１０６との間にオプトカプラ隔離ユニット１１１を
設けることで、電源アダプタ１の一次側と二次側の間の信号隔離を実現する。
【０１４６】
　制御ユニット１０７が一次側に設けられ、駆動ユニット１１０が集成されている場合、
電源部１１２は、個別に制御ユニット１０７に給電する。制御ユニット１０７が二次側に
設けられ、駆動ユニット１１０が一次側に設けられた場合には、電源部１１２は、駆動ユ
ニット１１０のみに給電し、制御ユニット１０７への給電は、例えば、第２整流ユニット
１０４が出力する第３脈動波形の電圧を電源部により直流源に変換することにより、二次
側から制御ユニット１０７に供給される。
【０１４７】
　また、本発明の実施例では、第１整流ユニット１０１の出力端は、複数の小コンデンサ
が並列連結され、フィルタリングが行われることとしてもよい。あるいは、第１整流ユニ
ット１０１の出力端にＬＣフィルタ回路が接続される。
【０１４８】
　本発明の他の実施例では、図１０に示すように、電源アダプタ１は、補助巻線と制御ユ
ニット１０７とにそれぞれ接続された第１電圧検出ユニット１１３をさらに含むこととし
てもよい。第１電圧検出ユニット１１３は、第４脈動波形の電圧を検出して電圧検出値を
生成し、制御ユニット１０７は、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調節す
る。
【０１４９】
　つまり、制御ユニット１０７は、第１電圧検出ユニット１１３で検出された補助巻線の
出力電圧に基づいて、第２整流ユニット１０４の出力電圧を反映させ、その後、電圧検出
値に基づいて制御信号のデューティ比を調節し、第２整流ユニット１０４の出力が電池の
充電ニーズと一致させる。
【０１５０】
　具体的には、本発明の一つの実施例では、図１１に示すように、サンプリングユニット
１０６は、第１電流サンプリング回路１０６１と第１電圧サンプリング回路１０６２とを
含む。第１電流サンプリング回路１０６１は、第２整流ユニット１０４から出力された電
流をサンプリングして電流サンプリング値を取得し、第１電圧サンプリング回路１０６２
は、第２整流ユニット１０４から出力された電圧をサンプリングして電圧のサンプリング
値を取得する。
【０１５１】
　好ましくは、第１電流サンプリング回路１０６１は、第２整流ユニット１０４の第１出
力端の抵抗（電流検出抵抗）に接続された電圧をサンプリングして、第２整流ユニット１
０４が出力する電流をサンプリングする。第１電圧サンプリング回路１０６２は、第２整
流ユニット１０４の第１出力端と第２出力端との間の電圧をサンプリングして第２整流ユ
ニット１０４から出力された電圧をサンプリングする。
【０１５２】
　また、本発明の一つの実施例では、図１１に示すように、第１電圧サンプリング回路１
０６２は、ピーク電圧サンプリング保持ユニットと、ゼロ交差サンプリングユニットと、
リーケージユニットと、ＡＤサンプリングユニットとを含む。ピーク電圧サンプリング保
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持ユニットは、第３脈動波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持し、ゼロ交差サ
ンプリングユニットは、第３脈動波形の電圧のゼロ交差点をサンプリングし、リーケージ
ユニットは、ゼロ交差点した際に、ピーク電圧サンプリング保持ユニットをリーケージし
、ＡＤサンプリングユニットは、ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧をサ
ンプリングして電圧のサンプリング値を取得する。
【０１５３】
　第１電圧サンプリング回路１０６２のピーク電圧サンプリング保持ユニットと、ゼロ交
差サンプリングユニットと、リーケージユニットと、ＡＤサンプリングユニットとが設け
られることにより、第２整流ユニット１０４から出力された電圧を正確にサンプリングし
、電圧のサンプリング値と第１脈動波形の電圧とを同期することができる。即ち、位相を
同期し、振幅変化傾向を一致させる。
【０１５４】
　本発明の一つの実施例では、図１２に示すように、電源アダプタ１は、第２電圧サンプ
リング回路１１４をさらに含む。第２電圧サンプリング回路１１４は、第１脈動波形の電
圧をサンプリングし、第２電圧サンプリング回路１１４は、制御ユニット１０７に接続さ
れる。第２電圧サンプリング回路１１４によりサンプリングされた電圧値が第１の所定の
電圧値より大きい場合には、制御ユニット１０７は、第１の所定の時間だけスイッチユニ
ット１０２を切るように制御し、第１脈動波形のサージ電圧、スパイク電圧などに放電す
る。
【０１５５】
　図１２に示すように、第２電圧サンプリング回路１１４は、第１整流ユニット１０１の
第１出力端と第２出力端とに接続して、第１脈動波形の電圧をサンプリングし、制御ユニ
ット１０７は、第２電圧サンプリング回路１１４でサンプリングされた電圧値を判断する
。第２電圧サンプリング回路１１４がサンプリングした電圧値が第１の所定の電圧値より
大きい場合には、電源アダプタ１は、落雷による雷干渉が生じてサージ電圧が発生してい
ることを示す。この場合には、サージ電圧をリーケージして、充電の安全性と信頼性を確
保する。制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２が一定時間開くように制御し、
リーケージ通路を形成して落雷によるサージ電圧をリーケージし、落雷により電源アダプ
タが端末を充電する際に発生する干渉を防止し、端末を充電する際の安全性と信頼性とを
向上させる。第１の所定の電圧値は、実際の状況により決定される。
【０１５６】
　本発明の一つの実施例では、電源アダプタ１が端末２の電池２０２を充電するプロセス
では、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電
圧値が第２の所定の電圧値より大きい場合には、スイッチユニット１０２を閉じるように
制御する。制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされ
た電圧値の大きさを判断し、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電圧
値が第２の所定の電圧値より大きい場合には、電源アダプタ１から出力された電圧が高す
ぎることを意味する。このとき、制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２を閉じ
るように制御し、電源アダプタ１による端末２の電池２０２の充電を停止させ、制御ユニ
ット１０７は、スイッチユニット１０２を閉じるよう制御して電源アダプタ１の過電圧か
ら保護し、充電の安全性を保証する。
【０１５７】
　勿論、本発明の一つの実施例では、前記コントローラ２０４は、前記制御ユニット１０
７との双方向通信により前記サンプリングユニット１０６でサンプリングされた電圧値を
取得し（図１３と図１４）、前記サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた
電圧値が第２の所定の電圧値より大きい場合に、前記充電制御スイッチ２０３が閉じるよ
うに制御する。即ち、端末２側から充電制御スイッチ２０３を閉じることで、電池２０２
の充電プロセスを停止し、充電の安全性を保証する。
【０１５８】
　また、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６でサンプリングされた電流
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値が所定の電流値より大きい場合に、スイッチユニット１０２を閉じるように制御する。
即ち、制御ユニット１０７は、サンプリングユニット１０６でサンプリングされた電流値
の大きさを判断し、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電流値が所定
の電流値より大きい場合には、電源アダプタ１から出力された電流が大きすぎることを意
する。このとき、制御ユニット１０７は、スイッチユニット１０２を閉じるように制御し
、電源アダプタ１による端末への充電を停止させる。即ち、制御ユニット１０７は、スイ
ッチユニット１０２を閉じるよう制御することで、電源アダプタ１を過電流から保護し、
充電の安全性を保証する。
【０１５９】
　同様に、前記コントローラ２０４は、前記制御ユニット１０７と双方向通信することで
、サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電流値を取得し（図１３と図１
４）、前記サンプリングユニット１０６によりサンプリングされた電流値が所定の電流値
より大きい場合に、前記充電制御スイッチ２０３を閉じるように制御する。即ち、端末２
側から充電制御スイッチ２０３を閉じ、さらに、電池２０２の充電プロセスを閉じ、充電
の安全性を保証する。
【０１６０】
　ここで、第２の所定の電圧値と所定の電流値とは、いずれも実際の状況に応じて設定さ
れ、又は制御ユニット（例えば、電源アダプタ１の制御ユニット１０７のマイクロコント
ローラユニットＭＣＵ等）のメモリに書き込むことができる。
【０１６１】
　本発明の実施例では、端末は、携帯電話のような携帯端末、、充電器、マルチメディア
プレーヤー、ラップトップ、ウェアラブル機器等などの移動電源であってもよい。
【０１６２】
　本発明の実施例に係る端末用充電システムは、電源アダプタが第３脈動波形の電圧を出
力するように制御し、電源アダプタから出力された第３脈動波形の電圧を端末の電池に直
接に印加することにより、リップルの出力電圧／電流を直接電池に急速充電する。ここで
、リップルの出力電圧／電流の大きさは定期的に変化し、従来の定電圧定電流と比較して
、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェ
ースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上さ
せ、電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末充電
時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプタは脈動波形の電圧を出力するためた
め、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型
化させるだけではなく、大幅にコストダウンすることもできる。さらに、制御ユニットは
、電源アダプタが端末の電池に対してパルス充電するプロセスで、制御信号のデューティ
比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減させるので、電圧
ピークと電圧トラフとの電圧差を低減し、パルス充電時の電池電圧の波動値を効果的に減
少し、電池電圧収集ユニットが電池の電圧ピーク値の収集を簡便におこなうことができる
。このように、電源アダプタは、電池の電圧ピーク値に基づいて充電状態を適時に調整し
、システムの安全性と信頼性を確保することができる。
【０１６３】
　また、本発明の実施例は電源アダプタをさらに提供する。前記電源アダプタは、入力さ
れた交流を整流して第１脈動波形の電圧を出力する第１整流ユニットと、制御信号に基づ
いて前記第１脈動波形の電圧を変調させるスイッチユニットと、変調された前記第１脈動
波形の電圧に基づいて第２脈動波形の電圧を出力する変圧器と、前記第２脈動波形の電圧
を整流して第３脈動波形の電圧を出力する第２整流ユニットと、前記第２整流ユニットに
接続された第１の充電インターフェースであって、該第１充電インタフェースは、端末の
第２充電インタフェースに接続される場合、前記第２充電インタフェースにより前記第３
脈動波形の電圧を前記端末の電池に印加し、前記第２充電インタフェースが前記電池に接
続される第１充電インタフェースと、前記スイッチユニットに接続され、前記スイッチユ
ニットに前記制御信号を出力し、前記制御信号のデューティ比を調節して、前記第３脈動



(31) JP 6546295 B2 2019.7.17

10

20

30

40

50

波形の電圧が前記端末の充電ニーズを満たすように制御し、前記電源アダプターが前記第
３脈動波形の電圧を出力して前記電池を充電するプロセスでは、、前記制御信号のデュー
ティ比を調節することにより、前記第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減し、前記
端末内の電池電圧収集ユニットが前記電池の電圧ピーク値を収集するように制御する制御
ユニットと、を含む。
【０１６４】
　本発明の実施例によれば、電源アダプタは、第１充電インタフェースにより第３脈動波
形の電圧を出力し、端末の第２充電インタフェースにより第３脈動波形の電圧を端末の電
池に印加することで、リップルの出力電圧／電流を直接電池に急速充電することができる
。ここで、リップルの出力電圧／電流の大きさは定期的に変化するので、従来の定電圧定
電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、
充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェース
の寿命を向上させ、電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少
させ、端末が充電する際の安全性と信頼性を保証することができる。また、電源アダプタ
から脈動波形の電圧が出力されるので、電源アダプタに電解コンデンサを設ける必要はな
く、電源アダプタを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンすること
もできる。また、端末の電池に対してパルス充電するプロセスでは、制御ユニットは、制
御信号のデューティ比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低
減する。したがって、電圧ピークと電圧トラフとの電圧差を低減し、パルス充電時の電池
電圧の波動値を効果的に減少し、電池電圧収集ユニットによる電池の電圧ピーク値の収集
を簡便に行うことができる。このように、電源アダプタは、電池の電圧ピーク値に基づい
て充電状態を適時に調整し、システムの安全性と信頼性を保証することができる。
【０１６５】
　図１５は本発明の実施例に係る端末用充電方法のフローチャートである。図１５に示す
ように、この端末用充電方法は以下のステップを含む。
【０１６６】
　Ｓ１：電源アダプタの第１充電インタフェースが端末の第２充電インタフェースに接続
された場合、電源アダプタに入力された交流を一次整流して第１脈動波形の電圧を出力す
る。
【０１６７】
　即ち、電源アダプタの第１整流ユニットにより入力交流（即ち、２２０∨、５０Ｈｚ又
は６０Ｈｚなどの主電源）の交流電源を整流し、第１脈動波形の電圧（例えば、１００Ｈ
ｚ又は１２０Ｈｚ）の饅頭形波電圧を出力する。
【０１６８】
　Ｓ２：スイッチユニットを制御して前記第１脈動波形の電圧を変調させ、変圧器の変換
により第２脈動波形の電圧を出力する。
【０１６９】
　スイッチユニットは、ＭＯＳトランジスタからなり、ＭＯＳトランジスタをＰＷＭ制御
して饅頭形波の電圧をチョッピング変調する。その後、変圧器により変調された第１脈動
波形の電圧カップリングを二次にカップリングし、二次巻線により第２脈動波形の電圧を
出力する。
【０１７０】
　本発明の実施例において、高周波変圧器を利用して変換してもよい。変圧器の体積を小
さくしてもよく、これにより電源アダプタを大電力化して、小型化設計とすることができ
る。
【０１７１】
　Ｓ３：前記第２脈動波形の電圧を二次整流して第３脈動波形の電圧を出力する。前記第
２充電インタフェースにより前記第３脈動波形の電圧を端末の電池に印加し、端末電池を
充電する。
【０１７２】
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　本発明の一つの実施例では、第２整流ユニットにより第２脈動波形の電圧を二次整流し
、第２整流ユニットをダイオード又はＭＯＳトランジスタから構成して二次同期整流する
ことにより、変調された第１脈動波形と第３脈動波形とを同期させる。
【０１７３】
　Ｓ４：二次整流された電圧及び／又は電流をサンプリングして電圧のサンプリング値及
び／又は電流のサンプリング値を取得する。
【０１７４】
　Ｓ５：電圧のサンプリング値及び／又は電流のサンプリング値に基づいて制御スイッチ
ユニットの制御信号のデューティ比を調節し、第３脈動波形の電圧が充電ニーズを満たす
ように調整する。
【０１７５】
　なお、第３脈動波形の電圧が充電ニーズを満たすことは、第３脈動波形の電圧と電流と
が電池充電を満たす必要がある時の充電電圧と充電電流を指す。つまり、サンプリングさ
れた電源アダプタから出力された電圧及び／又は電流に基づいて制御信号、例えば、ＰＷ
Ｍ信号のデューティ比を調節し、リアルタイムで第２整流ユニット１０４の出力を調整し
、閉ループ調節制御する。これにより、第３脈動波形の電圧は端末の充電ニーズを満たし
、電池が安全で確実に充電することが保証される。具体的に、図３に示すように、ＰＷＭ
信号のデューティ比により電池に出力した充電電圧波形を調節し、図４に示すように、Ｐ
ＷＭ信号のデューティ比により電池に出力した充電電流波形を調節する。
【０１７６】
　従って、本発明の実施例では、スイッチユニットを制御して整流された第１脈動波形の
電圧、即ち、饅頭形波電圧を、直接ＰＷＭチョッピング変調し、高周波変圧器に送り、高
周波変圧器により一次側から二次側に送り、同期整流した後に饅頭形波電圧／電流に還元
して電池に直接送り込み、電池の急速充電を実現する。ここで、饅頭形波の電圧振幅は、
ＰＷＭ信号のデューティ比に基づいて調節され、電源アダプタの出力は電池の充電ニーズ
を満たす。これより、電源アダプタの一次側、二次側の電解コンデンサをキャンセルする
ことができ、饅頭形波電圧は直接電池を充電することができるので、電源アダプタの体積
を減少させ、電源アダプタの小型化を実現し、大幅にコストダウンすることができる。
【０１７７】
　本発明の一実施例では、上記端末用の充電方法は、以下のようなステップを含んでもよ
い。電源アダプタの第１充電インタフェースが前記端末の第２充電インタフェースに接続
された場合、入力された交流を一次整流して第１脈動波形の電圧を出力し、スイッチユニ
ットを制御して前記第１脈動波形の電圧を変調させ、変圧器による変換により第２脈動波
形の電圧を出力し、前記第２脈動波形の電圧を二次整流して第３脈動波形の電圧を出力し
、前記第２充電インタフェースを介して前記第３脈動波形の電圧を前記端末の電池に印加
し、前記スイッチユニットに出力される制御信号のデューティ比を調節して、前記第３脈
動波形の電圧が充電ニーズを満たすようにする。前記電源アダプタが第３脈動波形の電圧
を出力して前記電池を充電するプロセスでは、さらに、前記制御信号のデューティ比を調
節することにより前記第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減し、前記端末が前記電
池の電圧ピーク値を収集する。
【０１７８】
　つまり、電源アダプタが第３脈動波形の電圧を出力して電池を充電するプロセスはパル
ス充電であるため、電池電圧収集ユニットが毎回電池の電圧ピーク値を正確に収集するこ
とを保証することができないので、パルス充電により電池を充電すると、充電電流を停止
させる際には、突然０に落ちることはないが、徐々に下落し、停止時間が短いほど、電圧
の変化が小さくなる。そのため、本発明の実施例では、制御信号のデューティ比を調節し
て、第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減する。したがって、電圧ピークと電圧ト
ラフとの電圧差を低減し、パルス充電時の電池電圧の波動値を効果的に減少することがで
き、これにより、電池電圧収集ユニットによる電池の電圧ピーク値の収集を簡便にし、シ
ステムの安全性と信頼性を確保する。
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【０１７９】
　本発明の一つの実施例では、電圧のサンプリング値及び／又は電流のサンプリング値に
基づいて制御信号の周波数を調節し、スイッチユニットに出力されるＰＷＭ信号の出力を
一定時間制御してからしばらく出力を停止させ、所定時間の停止の後に再びＰＷＭ信号の
出力を起動する。このように、電池に印加された電圧は断続的なものであるので、電池は
断続的充電され、電池が連続的に充電する際の深刻な発熱によるセキュリティリスクを避
けることができ、電池充電の信頼性と安全性とを向上させることができる。スイッチユニ
ットに出力された制御信号は、図５Ａに示したようになる。
【０１８０】
　さらに、上記端末用充電方法は、第１充電インタフェースにより端末と通信して端末の
状態情報を取得し、端末の状態情報と、電圧のサンプリング値及び／又は電流のサンプリ
ング値に基づいて制御信号のデューティ比を調節する。
【０１８１】
　つまり、第２充電インタフェースが第１充電インタフェースに接続された場合、電源ア
ダプタと端末との間で互いに通信問い合わせ指令を送信し、対応する返信指令を受信した
後、電源アダプタと端末との間に通信接続を作って端末の状態情報を取得する。これによ
り、充電モードと充電パラメータ（如充電電流、充電電圧）について端末と取り決め、充
電プロセスを制御する。
【０１８２】
　本発明の一つの実施例では、変圧器での変換により第４脈動波形の電圧が生成され、第
４脈動波形の電圧を検出して電圧検出値を生成し、電圧検出値に基づいて制御信号のデュ
ーティ比を調節する。
【０１８３】
　具体的には、変圧器に補助巻線がさらに設けられ、補助巻線は、変調された第１脈動波
形の電圧に基づいて第４脈動波形の電圧を生成する。このように、第４脈動波形の電圧を
検出して電源アダプタの出力電圧を反映することができ、電圧検出値に基づいて制御信号
のデューティ比を調節し、電源アダプタの出力を電池の充電ニーズと一致させる。
【０１８４】
　本発明の一つの実施例では、二次整流された電圧をサンプリングして電圧のサンプリン
グ値を取得するステップは、前記二次整流後の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持
し、前記二次整流された電圧のゼロ交差点をサンプリングするステップと、前記ゼロ交差
の際に前記ピーク電圧をサンプリングして保持されたピーク電圧サンプリング保持ユニッ
トをリーケージするステップと、前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧
をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するステップとを含む。これにより
、電源アダプタから出力された電圧を正確にサンプリングし、電圧のサンプリング値と第
１脈動波形の電圧とを同期させ、位相と振幅変化傾向とを一致させる。
【０１８５】
　さらに、本発明の一つの実施例によれば、上記端末用充電方法は、前記第１脈動波形の
電圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値が第１の所定の電圧値より大きい場合
に、前記スイッチユニットが第１の所定の時間に開くように制御して、第１脈動波形のサ
ージ電圧を放電させる。
【０１８６】
　第１脈動波形の電圧をサンプリングし、その後、サンプリングされた電圧値を判断する
ことにより、サンプリングされた電圧値が第１の所定の電圧値より大きい場合、電源アダ
プタは落雷による干渉を受け、サージ電圧が現れるので、この際のサージ電圧をリーケー
ジする必要がある。充電の安全性と信頼性を保証するため、スイッチユニットを一定時間
に開くように制御してリーケージ通路を形成し、落雷によるサージ電圧をリーケージし、
落雷により電源アダプタにより端末を充電した際に発生する干渉を防止し、端末を充電す
る際の安全性と信頼性を有効に向上させる。ここで、第１の所定の電圧値は実際の状況に
応じて決定される。
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【０１８７】
　本発明の一つの実施例によれば、第１充電インタフェーが端末と通信して充電モードを
判断し、充電モードが第１充電モードであると判断された場合には、端末の状態情報に基
づいて第１充電モードに対応する充電電流及び／又は充電電圧を取得し、第１充電モード
に対応する充電電流及び／又は充電電圧に基づいて、制御信号のデューティ比を調節する
。充電モードは、第１充電モードと第２充電モードとを含む。
【０１８８】
　現在の充電モードが第１充電モードであると判断された場合には、取得された端末の状
態情報、例えば、電池の電圧、電気量、温度、端末の運転パラメータ、端末上で動作する
アプリケーションの消費電力量などの情報により第１充電モードに対応する充電電流及び
／又は充電電圧を取得し、その後、取得された充電電流及び／又は充電電圧に基づいて制
御信号のデューティ比を調節することで、電源アダプタの出力は充電ニーズを満たし、電
池の急速充電を実現する。
【０１８９】
　ここで、端末の状態情報は、電池の温度を含む。また、電池の温度が第１の所定の温度
閾値より高く、又は電池の温度が第２の所定の温度閾値より低い場合には、現在の充電モ
ードが第１充電モードであれば、第１充電モードを第２充電モードに切り替える。第１の
所定の温度閾値は、第２の所定の温度閾値より大きい。即ち、電池の温度が低すぎる（例
えば、対応する第２の所定の温度閾値より小さい）又は高過ぎる（例えば、対応する第１
の所定の温度閾値より大きい）場合には、いずれも急速充電には適していないので、第１
充電モードを第２充電モードに切り替える必要がある。本発明の実施例において、第１の
所定の温度閾値と第２の所定の温度閾値は実際の状況に応じて決定される。
【０１９０】
　本発明の一つの実施例では、電池の温度が所定の高温保護閾値より高い場合には、スイ
ッチユニットを閉じるように制御し、電池の温度が高温保護閾値を超えた場合には、高温
保護ストラテジ策略を用いてスイッチユニットを閉じるように制御し、電源アダプタの電
池への充電を停止させ、電池が高温となることから保護し、充電の安全性を向上させる。
前記高温保護閾値は前記第１温度閾値と異なってもよく、同じでもよい。好ましくは、前
記高温保護閾値は前記第１温度閾値より大きい。
【０１９１】
　本発明の他の実施例において、前記端末は前記電池の温度を取得し、前記電池の温度が
所定の高温保護閾値より高い場合には、前記電池の充電を停止するように制御し、端末側
から充電制御スイッチを閉じることにより、電池の充電プロセスを停止し、充電の安全性
を確保する。
【０１９２】
　また、本発明の一つの実施例において、端末の充電方法は、前記第１充電インタフェー
スの温度を取得するステップをさらに含む。前記第１充電インタフェースの温度が所定の
保護温度より高い場合、前記スイッチユニットを閉じるように制御する。即ち、充電イン
タフェースの温度が所定の温度を超えると、制御ユニットも高温保護ストラテジを実行し
てスイッチユニットを切るように制御する必要があり、電源アダプタによる電池の充電を
停止させ、充電インタフェースが高温となることから保護し、充電の安全性を向上させる
。
【０１９３】
　勿論、本発明の他の実施例において、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介し
て前記電源アダプタと双方向通信して前記第１充電インタフェースの温度を取得し、前記
第１充電インタフェースの温度が所定の保護温度より高い場合に、前記電池の充電を停止
するように制御する。、即ち、端末側から充電制御スイッチを閉じて電池の充電プロセス
を停止し、充電の安全性を向上させる。
【０１９４】
　また、電源アダプタが端末を充電するプロセスにおいて、電圧のサンプリング値が第２
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の所定の電圧値より大きい場合には、スイッチユニットを閉じるように制御する。即ち、
電源アダプタが端末を充電するプロセスにおいて、電圧のサンプリング値の大きさを判断
し、電圧のサンプリング値が第２の所定の電圧値より大きいことは、電源アダプタから出
力された電圧が高すぎることを意味するので、スイッチユニットを制御して閉じ、電源ア
ダプタによる端末への充電を停止し、即ち、スイッチユニットを閉じるように制御して電
源アダプタが過電圧となることから保護し、充電の安全性を確保する。
【０１９５】
　勿論、本発明の一つの実施例において、前記端末が前記第２充電インタフェースを介し
て前記電源アダプタと双方向通信して前記電圧のサンプリング値を取得し、前記電圧のサ
ンプリング値が第２の所定の電圧値より大きい場合に、前記電池への充電を停止するよう
に制御し、即ち、端末側から充電制御スイッチを閉じるようにして電池の充電プロセスを
停止し、充電の安全性を確保する。
【０１９６】
　本発明の一つの実施例では、電源アダプタが端末を充電するプロセスにおいて、前記電
流サンプリング値が所定の電流値より大きい場合、前記スイッチユニットを閉じるように
制御する。即ち、電源アダプタが端末を充電するプロセスにおいて、電流サンプリング値
の大きさを判断し、電流サンプリング値が所定の電流値より大きい場合には、電源アダプ
タから出力された電流が大きすぎるので、制御スイッチユニットを制御して閉じ、電源ア
ダプタが端末への充電を停止し、即ち、スイッチユニットを閉じるように制御することで
電源アダプタが過電流となることから保護し、充電の安全性を確保する。
【０１９７】
　同様に、前記端末は、前記第２充電インタフェースにより前記電源アダプタと双方向通
信して前記電流サンプリング値を取得し、前記電流サンプリング値が所定の電流値より大
きい場合には、前記電池への充電を停止するように制御して、端末側から充電制御スイッ
チを閉じる。これにより電池の充電プロセスを停止し、充電の安全性を確保する。
【０１９８】
　ここで、第２の所定の電圧値も、所定の電流値も、実際の状況に応じて決定される。
【０１９９】
　本発明の実施例において、前記端末の状態情報は、前記電池の電気量と、前記電池の温
度と、前記端末の電圧／電流と、前記端末のインタフェース情報と、前記端末の通路抵抗
の情報等を含む。
【０２００】
　具体的には、前記電源アダプタは端末にＵＳＢインターフェースにより接続される。Ｕ
ＳＢインターフェースは、通常のＵＳＢインターフェースであってもよく、Ｍｉｃrｏ Ｕ
ＳＢインターフェースであってもよい。ＵＳＢインターフェースのデータ線、即ち、第１
充電インタフェースのデータ線は、前記電源アダプタが前記端末との双方向通信するため
のものであり、データ線はＵＳＢインターフェースのＤ＋線及び.／又はＤ－線であって
もよい。双方向通信とは、電源アダプタと端末との両方が情報の交互する意味をしている
。
【０２０１】
　前記電源アダプタは前記ＵＳＢインターフェースのデータ線を介して前記端末と双方向
通信を行い、前記第１充電モードで前記端末を充電することを決定する。
【０２０２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、前記第１充電インタフェース
を介して前記端末と双方向通信して前記第１充電モードで前記端末を充電すると決定され
た場合、前記電源アダプタは前記端末に第１指令を送信する。前記第１指令は、前記端末
が前記第１充電モードを起動するか否かを問い合わせる。前記電源アダプタは、前記端末
から前記第１指令の返信指令を受信する。前記第１指令の返信指令は、前記端末が前記第
１充電モードを起動するように前記端末を指示する。
【０２０３】
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　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記端末に前記第１指令を送信
する前に、前記電源アダプタは、前記端末との間に前記第２充電モードで充電し、前記第
２充電モードの充電時間が所定の閾値より大きいと判定された後、前記電源アダプタは前
記端末に前記第１指令を送信する。
【０２０４】
　なお、電源アダプタが前記第２充電モードの充電時間が所定の閾値より大きいと判定す
ると、電源アダプタは、端末それ自体を電源アダプタとして認識したとみなし、急速充電
問い合わせ通信を起動することができる。
【０２０５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記スイッチユニットを制御して前記第１充電モー
ドに対応する充電電流に調整するように前記電源アダプタを制御し、前記電源アダプタは
、前記第１充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記第１充電イン
タフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電
圧を決定し、前記電源アダプタが充電電圧を前記第１充電モードに対応する充電電圧に調
整するように制御する。
【０２０６】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双
方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電圧を決定するステップは、前記電
源アダプタが前記端末に、前記電源アダプタの現在の出力電圧が前記第１充電モードの充
電電圧として適切であるか否かを問い合わせる第２指令を送信するステップと、前記電源
アダプタが、前記電源アダプタの現在の出力電圧が適切か、高いか又は低いかを指示する
、前記端末から送信された前記第２指令の返信指令を受信ステップと、前記電源アダプタ
が、前記第２指令の返信指令に基づいて、前記第１充電モードの充電電圧を決定するステ
ップと、を含む。
【０２０７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが、前記第１充電モードに対応す
る充電電流に調整するように制御する前に、前記第１充電インタフェースを介して前記端
末と双方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電流を決定する。
【０２０８】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双
方向通信を行い、前記第１充電モードに対応する充電電流を決定するステップは、前記電
源アダプタが前記端末に、前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる第３
指令を送信するステップと、前記電源アダプタが、前記端末から送信された、前記端末の
現在サポートする最大充電電流を指示する前記第３指令の返信指令を受信するステップと
、前記電源アダプタが、前記第３指令の返信指令に基づいて、前記第１充電モードの充電
電流を決定するステップとを含む。
【０２０９】
　電源アダプタは上記最大充電電流を第１充電モードの充電電流として直接決定するか、
又は充電電流を最大充電電流のある電流値より小さくすることができる。
【０２１０】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を
行い、前記スイッチユニットを制御して前記電源アダプタから電池に出力される充電電流
を断続的に調整する。
【０２１１】
　ここで、電源アダプタは、端末の現在の状態の情報を連続的に問い合わせることができ
る。例えば、端末の電池電圧や、電池電気量等を問い合わせ、充電電流を断続的に調整す
る。
【０２１２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双
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方向通信を行い、前記スイッチユニットを制御することで前記電源アダプタが電池に出力
した充電電流を断続的に調整するステップは、電源アダプタが前記端末に、前記端末内の
電池の現在の電圧を問い合わせる第４指令を送信するステップと、電源アダプタが、前記
端末から送信された、前記端末内の電池の現在の電圧を指示する前記第４指令の返信指令
を受信するステップと、電源アダプタが、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記スイッ
チユニットを制御して充電電流を調整するステップとを含む。
【０２１３】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電池の現在の電圧に基づいて前記スイッチユニ
ットを制御して前記充電電流を調整するステップは、前記電池の現在の電圧、及び所定の
電池電圧値と充電電流値との対応関係に基づいて、前記スイッチユニットを制御して前記
電源アダプタが電池に出力した充電電流を前記電池の現在の電圧に対応する充電電流値に
調整するステップを含む。
【０２１４】
　具体的には、電源アダプタは、電池電圧値と充電電流値との対応関係を予め記憶するこ
とができる。
【０２１５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記第１充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を
行い、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発
生したか否かを判定する。前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースと
の間に接触不良が発生したと判定される場合には、前記電源アダプタが前記第１充電モー
ドを終了するように制御する。
【０２１６】
　好ましくは、一つの実施例として、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタ
フェースとの間に接触不良が発生したと判定される前に、前記電源アダプタは、前記端末
から前記端末の通路抵抗を指示する情報を受信し、前記電源アダプタが前記端末に、前記
端末内の電池の電圧を問い合わせる第４指令を送信する。前記電源アダプタは、前記端末
から送信された、前記端末内の電池の電圧を指示する前記第４指令の返信指令を受信し、
前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の電圧とに基づいて、前記電源アダプタから前記
電池までの通路抵抗を決定する。そして、前記電源アダプタから前記電池までの通路抵抗
と、前記端末までの通路抵抗と、前記電源アダプタと前記端末との間の充電線線路の通路
抵抗とに基づいて、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に
接触不良が発生したか否かを判定する。
【０２１７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードを終了する
ように制御する前に、前記端末に第５指令を送信する。前記第５指令は、前記第１充電イ
ンタフェースと前記第２充電インタフェースとの間の接触不良を指示する。
【０２１８】
　電源アダプタは第５指令を送信完了すると、第１充電モードを終了、又はリセットする
ことができる。
【０２１９】
　以上、電源アダプタの観点から本発明の実施例による急速充電プロセスを詳しく説明し
たが、以下に、端末の観点から本発明の実施例による急速充電プロセスを説明する。
【０２２０】
　本発明の実施例において、前記端末は、第２充電モードと第１充電モードとをサポート
する。前記第１充電モードの充電電流は、前記第２充電モードの充電電流より大きい。前
記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信して前記
電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末を充電すると決定する。前記電源アダプタ
は、前記第１充電モードに対応する充電電流に基づいて出力し、前記端末内の電池を充電
する。
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【０２２１】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末は前記第２充電インタフェースを介して前
記電源アダプタと双方向通信をおこなって前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記
端末を充電するステップは、前記端末が、前記電源アダプタから送信された、前記端末が
前記第１充電モードを起動するか否かを問い合わせる第１指令を受信するステップと、前
記端末が、前記電源アダプタに、前記端末が前記第１充電モードの起動を同意することを
指示する前記第１指令の返信指令を送信するステップと、を、含む。
【０２２２】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末が、前記電源アダプタから送信された第１
指令を受信する前に、前記端末と前記電源アダプタとの間は前記第２充電モードで充電し
、前記電源アダプタは、前記第２充電モードでの充電時間が所定の閾値より長いと判定し
た後、前記端末は、前記電源アダプタから送信された前記第１指令を受信する。
【０２２３】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタは、前記第１充電モードに対応す
る充電電流に基づいて出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第２
充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタが
前記第１充電モードに対応する充電電圧を決定する。
【０２２４】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して
前記電源アダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電モードに対応す
る充電電圧を決定するステップは、前記端末が前記電源アダプタから送信された、前記電
源アダプタの現在の出力電圧が前記第１充電モードの充電電圧として適切するか否かを問
い合わせる第２指令を受信するステップと、前記端末が、前記電源アダプタに、前記電源
アダプタの現在の出力電圧が適切か、高いか又は低いかを指示する前記第２指令の返信指
令を送信するステップとを含む。
【０２２５】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末が前記電源アダプタから前記第１充電モー
ドに対応する充電電流を受信して前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は、前記第
２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタ
が前記第１充電モードに対応する充電電流を決定する。
【０２２６】
　ここで、前記端末は前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプターと双方向
通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電モードに対応する充電電流を決定するステ
ップは、前記端末が前記電源アダプタから送信された、前記端末の現在のサポートの最大
充電電流を問い合わせる第３指令を受信するステップと、前記端末が、前記電源アダプタ
ーに、前記端末の現在のサポートの最大充電電流を指示し、前記第１充電モードに対応す
る充電電流を決定する前記第３指令の返信指令を送信するステップとを含む。
【０２２７】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源ア
ダプタと双方向通信して、前記電源アダプタが前記電源アダプタから電池に出力される充
電電流を断続的に調整する。
【０２２８】
　ここで、前記端末は前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通
信して前記電源アダプタが前記電源アダプタから電池に出力される充電電流を断続的に調
整するステップは、前記端末が、前記電源アダプタから送信された、前記端末内の電池の
現在の電圧を問い合わせる第４指令を受信ステップと、前記端末が、前記電源アダプタに
、前記端末内の電池の現在の電圧を指示し、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記電源
アダプタが電池に出力した充電電流を断続的に調整するための前記第４指令の返信指令を
送信するステップとを含む。



(39) JP 6546295 B2 2019.7.17

10

20

30

40

50

【０２２９】
　好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプタが前記第１充電モードで前記端末
を充電するプロセスでは、前記端末は、前記第２充電インタフェースを介して前記電源ア
ダプタと双方向通信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電インタフェースと前記第２
充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判定する。
【０２３０】
　ここで、前記端末は前記第２充電インタフェースを介して前記電源アダプタと双方向通
信を行い、前記電源アダプタが前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェー
スとの間に接触不良が発生したか否かを判定するステップは、前記端末が前記電源アダプ
タから送信された、前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる第４指令を受信するス
テップと、前記端末が、前記電源アダプタに、前記端末内の電池の現在の電圧を指示し、
前記電源アダプタが前記電源アダプタの出力電圧と前記電池の現在の電圧に基づいて、前
記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか
否かを判定するための前記第４指令の返信指令を送信するステップとを含む。
【０２３１】
　好ましくは、一つの実施例として、前記端末は前記電源アダプタから送信された第５指
令を受信する。前記第５指令は、前記第１充電インタフェースと前記第２充電インタフェ
ースとの間の接触不良を指示する。
【０２３２】
　第１充電モードを起動して使用するために、電源アダプタは、端末との急速充電通信を
行うことができ、一回以上のハンドシェーク通信により、電池の急速充電を実現する。以
下、具体的に、図６を参照して、本発明の実施例による急速充電通信のフロー、及び急速
充電プロセスに含まれる各段階を詳しく説明する。図６に示された通信ステップ又は操作
は、単に例示的なものであり、本発明の実施例は他の操作や、図６に示された様々な操作
の変形を実行してもよい。また、図６の各段階は、図６に示された順序と異なる順序で実
行することもでき、図６の全部の操作が実行されなくてもよい。
【０２３３】
　以上、本発明の実施例による端末用充電方法は、電源アダプタが充電ニーズを満たすた
めに、第３脈動波形の電圧を出力するように電源アダプタを制御して、電源アダプタから
出力された第３脈動波形の電圧を直接端末の電池に印加することで、リップルの出力電圧
／電流により直接電池を急速充電する。リップルの出力電圧／電流の大きさは定期的に変
換するので、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、
電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減
少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、電池の分極効果を低減させ、充電速度を
向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電される時の安全性と信頼性を確保する。ま
た、電源アダプタから脈動波形の電圧が出力されるため、電源アダプタに電解コンデンサ
を設ける必要はなく、電源アダプタを簡略化して小型化させることができ、大幅にコスト
ダウンすることもできる。端末の電池に対してパルス充電するプロセスでは、制御信号の
デューティ比を調節することにより、第３脈動波形の電圧トラフの持続時間を低減し、電
圧ピークと電圧トラフとの電圧差を低減し、パルス充電時の電池電圧の波動値を効果的に
減少し、電池電圧収集ユニットの電池の電圧ピーク値の収集を簡便に行うことができる。
このように、電源アダプタは、電池の電圧ピーク値に基づいて充電状態を適時に調整し、
システムの安全性と信頼性を確保することができる。
【０２３４】
　本発明の説明において、「中心」、「縦方向」、「横方向」、「長さ」、「幅」、「厚
み」、「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」、「鉛直」、「水平」、「頂」
、「底」、「内」、「外」、「時計回り」、「逆時計回り」、「軸方向」、「半径方向」
、「周方向」などの用語が示す方位又は位置関係は、図面に示す方位又は位置関係に基づ
き、本発明を簡便に説明するために使用されるものであり、指定された装置又は部品が特
定の方位にあり、特定の方位において構造され操作されると指示又は暗示するものではな
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く、本発明に対する限定と理解してはならない。
【０２３５】
　また、「第１」、「第２」との用語は、説明の目的のためのものであり、相対的な重要
性を指示又は暗示したりするために使用されるか、或いは、指定された技術的特徴の数量
を暗黙的に指定するために使用されると理解してはならない。よって、「第１」、「第２
」と限定されている特徴は、少なくとも一つの当該特徴を含んでいることを、明示又は暗
黙的に指定している。本発明の説明において、特に明確で具体的に限定されない限り、「
複数」との意味は少なくとも二つであり、例えば、二つ、三つなどである。
【０２３６】
　なお、本発明の説明において、明確な規定と限定がない限り、「取り付け」、「互いに
接続」、「接続」、「固定」の用語の意味は広く理解されるべきである。例えば、固定接
続や、着脱可能な接続や、あるいは一体的な接続でも可能である。机械的な接続や、電気
的な接続であってもよい。直接接続することや、中間媒体を介して間接的に接続すること
や、二つの部品の内部が連通することや、あるいは二つの部品の間に相互の作用関係があ
ってもよい。当業者であれば、本発明の上記用語の具体的な意味は、特定の状況に基づい
て理解することができる。
【０２３７】
　本発明において、明確な規定と限定がない限り、第１特徴が第２特徴の「上」又は「下
」にあることは、第１特徴と第２特徴とが直接接触することを含んでもよく、第１特徴と
第２特徴とが直接接触せず別の特徴を介して接触することを含んでもよい。また、第１特
徴が第２特徴の「上」、「上方」又は「上面」にあることは、第１特徴が第２特徴の真上
及び斜め上にあることを含むか、或いは、単に第１特徴の水平高さが第２特徴より高いこ
とのみを表す。第１特徴が第２特徴の「下」、「下方」又は「下面」にあることは、第１
特徴が第２特徴の真下及び斜め下にあることを含むか、或いは、単に第１特徴の水平高さ
が第２特徴より低いことだけを表す。
【０２３８】
　本明細書の説明において、「一つの実施形態例」、「一部の実施形態例」、「例」、「
具体的な示例」、或いは「一部の示例」などの用語を参考した説明は、該実施形態例或い
は示例に結合して説明された具体的な特徴、構成、材料或いは特徴が、本発明の少なくと
も一つの実施形態例、或いは、示例に含まれる。本明細書において、上記用語に対する例
示的な説明描写は、必ずしも同じ実施形態例、或いは示例を示すものではない。また、説
明された具体的な特徴、構成、材料或いは特徴は、いずれか一つ或いは複数の実施形態例
、又は示例において適切に結合することができる。なお、互いに矛盾しない場合、当業者
は本明細書で描写された異なる実施例、或いは示例、及び異なる実施例、或いは示例の特
徴を結合したり組み合わせることができる。
【０２３９】
　本文に記載された実施例により説明された各例のユニット及び計算方法ステップの組み
合わせは、電子ハードウェア、或いはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組
み合わせに基づいて実現されることは、当業者に意識されるべきである。これらの機能は
、ハードウェア又はソフトウェアに基づいて実行されるかどうかは、技術案の特定応用及
びデザイン制限条件によって異なる。当業者であれば、特定の用途ごとに、異なる方法で
説明された機能を実現することができるが、この実現は本発明の範囲を超えて考慮される
べきではない。
【０２４０】
　簡便な説明のため、上述されたシステムおよび装置とユニットの具体的な作動プロセス
は、前記方法実施例において対応するプロセスを参照することができるため、ここで詳細
に説明しないことは、当業者に明確に理解される。
【０２４１】
　本願で提供されたいくつの実施例において、記載されたシステムと、装置と方法は、他
の方式により実現されると理解される。例えば、以上説明された装置は単に例示的なもの
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れる際に他の分割方式であってもよく、例えば、複数のユニット又は組立品を組み合わせ
て別のシステムに集成したり、一部の特徴が無視されたり、実行されなかったりしてもか
まわない。なお、表示又は検討された互いのカップリング又は直接カップリング又は通信
接続は一部のインタフェースや、装置又はユイットを介する間接的なカップリング又は通
信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形でもよい。
【０２４２】
　前記分離部品として説明されたユニットは物理的に分離していてもよく、物理的に分離
していなくてもよく、ユニットとして表示された部品は、物理的なユニットでもよく、物
理的なユニットでなくてもよい。即ち、一つの場所に位置してもよく、複数のネットワー
クユニットに分配してもよい。実際的な需要に応じてその中の一部または全部のユニット
を、実際の必要に応じて選択することができる。
【０２４３】
　また、本発明の各実施例における各機能ユニットは、一つの処理ユニットに統合されて
もよいし、物理的に単独で存在してもよく、２つ以上のユニットを一つのユニットに集約
してもよい。
【０２４４】
　前記機能はソフトウェア機能ユニットの形で実装され、独立した製品として販売又は使
用された場合、コンピュータ読み取り可能記憶媒体に記憶されてもよい。このような理解
に基づいて、本発明の本質的な技術案、又は従来技術に貢献する部分、又はこの技術案の
一部は、ソフトウェア製品の形で体現することができる。コンピュータソフトウェア製品
は一つの記憶メディアに記憶され、若干の指令を含んで一つのコンピュータ機器（パーソ
ナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイス等）により本発明の各実施例に
記載の方法の全部又は一部のステップを実行する。前記記憶メディアは、ＵＳＢ、リムー
バブルハードディスク、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ディスク、またはディスク等の、プログラムコー
ドを記憶する各種媒体が含まれる。
【０２４５】
　以上、本発明の実施例を示して説明したが、上記実施例は例示的なものであり、本発明
を限定するものであると理解してはならない。当業者は、本発明の範囲内で、上記実施例
に対して各種の変更、修正、置換及び変形を行うことができる。
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